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１１  ううるるまま市市教教育育委委員員会会事事務務点点検検・・評評価価  

1．趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号。以下「法」という。）第 26条
第 1項に「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を
行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。」
とあります。 
 うるま市教育委員会では、効果的な教育行政の推進に資するとともに市民に対する説明責任を果たす
ため、うるま市教育委員会の事務の管理及び執行の状況について、教育に関して学識経験を有する方々
の知見を活用して点検及び評価を行い、「うるま市教育委員会事務点検・評価報告書」を作成し、公表し
ています。 
 

2．点検・評価の対象事業 

 点検・評価の対象事業は、うるま市教育委員会が実施した事業の中から、うるま市総合計画の施策体
系に基づき、うるま市教育委員会主要施策及び市民への周知の必要性を考慮して選定しています。 
 令和 3年度事務点検・評価では、令和 2年度に実施された事業の中から 14事業を対象に点検・評価
を行いました。 
 

3．点検・評価の方法と結果 

 点検・評価にあたって、各課は事業ごとに事務事業評価シートを作成し、「妥当性」、「必要性」、「公平
性」、「効率性」、「有効性」の 5つの評価項目について、「適切」または「見直す余地あり」の内部評価を
行い、今後の方向性を検討します。 
 その後、外部評価委員による各課ヒアリングを実施し、客観的な評価・意見である外部評価を行い、
「教育委員会事務点検・評価報告書」としてまとめ、公表します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検・評価の結果は「うるま市ホームページ」に掲載しています。 

うるま市事務点検評価 🔍🔍検 索 
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令令和和 33年年度度（（令令和和 22年年度度実実施施事事業業分分））事事務務点点検検・・評評価価事事業業一一覧覧  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 総合計画施策体系 評価対象事務事業名 部 名 課 名 

1 
5-3(学校教育施設) 
子どもたちが安全・安心して学校生活を過ごせる環境整備
を目指します。 

伊波中学校空調 
設備機器復旧事業 教育部 学校施設課 

2 
5-4（青少年健全育成） 
学校、家庭、地域社会が連携して、青少年の健全育成に
努め、子どもたちが地域の中で心豊かで健やかに成長でき
る体制づくりを目指します。 

放課後子ども教室 
推進事業 教育部 生涯学習 

スポーツ振興課 

3 
5-6（生涯スポーツ・スポーツ振興） 
生涯を通じて健康維持・増進やレクリエーションを目的にス
ポーツ活動に取り組むとともに、スポーツ競技選手の競技力
向上を目指します。 

各種社会体育事業費 教育部 生涯学習 
スポーツ振興課 

4 
5-8（歴史・文化財） 
文化財の保護・保全、伝統文化の継承・活用により、郷
土に愛着と誇りのもてるまちづくりを目指します。 

資料館総務管理費 教育部 文化財課 

5 
5-8（歴史・文化財） 
文化財の保護・保全、伝統文化の継承・活用により、郷
土に愛着と誇りのもてるまちづくりを目指します。 

勝連城跡土地買上事業 教育部 文化財課 

6 
5-5（生涯学習） 
生涯にわたって学習活動に取り組み、学習の成果をまちづ
くりに生かせる「生涯学習のまちづくり」を目指します。 

ステイホーム読書支援・ 
感染拡大防止対策事業 教育部 図書館 

7 
5-2（学校教育） 
主体的に学習し、基礎的学力・課題解決力を身に付け、
たくましく生きる心身ともに健康な児童生徒の教育を目指
します。 

中学校要保護及び準要 
保護児童生徒援助費 指導部 学務課 

8 
5-2（学校教育） 
主体的に学習し、基礎的学力・課題解決力を身に付け、
たくましく生きる心身ともに健康な児童生徒の教育を目指
します。   

小学校学力向上 
対策推進事業 指導部 指導課 

9 
5-2（学校教育） 
主体的に学習し、基礎的学力・課題解決力を身に付け、
たくましく生きる心身ともに健康な児童生徒の教育を目指
します。 

中学校教育指導 
推進事業 指導部 指導課 

10 
5-2（学校教育） 
主体的に学習し、基礎的学力・課題解決力を身に付け、
たくましく生きる心身ともに健康な児童生徒の教育を目指
します。 

うるま市スポーツ力 
向上促進事業 指導部 指導課 

11 
5-2（学校教育） 
主体的に学習し、基礎的学力・課題解決力を身に付け、
たくましく生きる心身ともに健康な児童生徒の教育を目指
します。 

教育相談事業 指導部 教育支援センター 

12 
5-2（学校教育） 
主体的に学習し、基礎的学力・課題解決力を身に付け、
たくましく生きる心身ともに健康な児童生徒の教育を目指
します。 

情報機器整備事業 指導部 教育支援センター 

13 

横断-2（子どもの貧困対策） 
子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることな
く、貧困が世代を超えて連鎖することのない社会を目指しま
す。 
全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会を
目指します。 

うるま市若者居場所 
運営支援事業 指導部 教育支援センター 

14 
5-3（学校教育施設） 
子どもたちが安全・安心して学校生活を過ごせる環境整備
を目指します。 

与勝調理場整備事業 指導部 学校給食センター 
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11　　ううるるまま市市自自治治会会長長連連絡絡協協議議会会役役員員

役 職 氏 名 自 治 会 名 住 所

1 会 長 町 田 宗 康 宮前区 石川1-49-9

2 副 会 長 伊 波 幸 人 曙　区 石川曙2-7-35

3
〃

(公民館担当)
東 恩 納 英 樹 塩屋区 塩屋472-7

4
〃

(公民館担当)
東 泊 正 輝 上　原 与那城宮城122-2

5 〃 玉 那 覇 清 勇 比嘉区 勝連比嘉125

6 理 事 竹 沢 稔 伊波区 石川伊波29

7 〃 玉 榮 勝 大田区 大田219－1

8 〃 與 古 田 敬 子 昆　布 昆布1832番地327

9 〃 伊 良 波 勲 西原区 西原467

10 〃 友 寄 秀 憲 みどり町一・二 みどり町2－8－18

11 〃 登 川 行 雄 池　味 与那城池味937

12 〃 具 志 堅 永 信 南風原区 勝連南風原255

13 監 事 宮 里 剛 喜　仲 喜仲3丁目6番5号

14 〃 天 願 力 田場区 田場822番地1

〃

〃

〃

〃

※「うるま市自治公民館連絡協議会」運営を兼務

〃

令和4年4月現在

任 期

R4.4月～R5.4月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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22　　ううるるまま市市自自治治会会

　具志川地区 令和4年4月現在
自 治 会 名 自 治 会 長 名 郵便番号 所　在　地 電 話 番 号 FAX 番 号

1 具 志 川 高 江 洲 朝 美 904-2223 字具志川381 973-3407 電話兼用

2 田 場 天 願 力 904-2213 字田場822-1 973-6069 973-6070

3 赤 野 座 間 味 勇 904-2212 字赤野1124 〃 電話兼用

4 宇 堅 兼 城 賢 栄 904-2211 字宇堅1019 〃 電話兼用

5 天 願 照 屋 勇 904-2202 字天願76 〃 電話兼用

6 昆 布 與 古 田 敬 子 904-2201 字昆布1832－327 〃 電話兼用

7 栄 野 比 謝 花 ス ミ 子 904-2205 字栄野比357－2 〃 電話兼用

8 川 崎 金 城 一 也 904-2203 字川崎202 〃 電話兼用

9 西 原 伊 良 波 勲 904-2204 字西原467 〃 電話兼用

10 安 慶 名 前 濱 繁 幸 904-2214 字安慶名3-18-7 〃 電話兼用

11 安 慶 名 藏 根 勝 秀 904-2221 字平良川350-1 〃 電話兼用

12 安 慶 名 山 城 暁 904-2225 字喜屋武371 〃 電話兼用

13 安 慶 名 金 城 建 904-2241 字兼箇段871－2 〃 電話兼用

14 米 原 和 宇 慶 修 904-2241 字兼箇段1561－1 〃 電話兼用

15 赤 道 久 田 友 二 三 904-2245 字赤道345 〃 電話兼用

16 江 洲 徳 田 茂 信 904-2244 字江洲14 973-3001 電話兼用

17 宮 里 照 屋 聡 904-2243 字宮里157 973-9013 電話兼用

18 喜 仲 宮 里 剛 904-2236 喜仲3－6－5 979-0503 電話兼用

19 上 江 洲 澤 岻 繁 光 904-2222 字上江洲345-1 973-3502 923-0635

20 大 田 玉 榮 勝 904-2224 字大田219－1 973-3555 973-3581

21 川 田 上 江 洲 治 904-2232 字川田259 973-3556 電話兼用

22 塩 屋 東 恩 納 英 樹 904-2231 字塩屋472-7 973-1936 電話兼用

23 豊 原 吉 田 兼 安 904-2233 字豊原253 973-1312 電話兼用

24 高 江 洲 島 袋 敏 子 904-2242 字高江洲54－3 973-3571 電話兼用

25 前 原 照 屋 淳 904-2235 字前原229－1 973-4635 電話兼用

26 志 林 川 赤 嶺 健 904-2242 字高江洲909-1 973-9009 電話兼用

27 新 赤 道 根 舛 本 子 904-2245 字赤道972－101 973-6076 電話兼用

28 みどり町一・二丁目 友 寄 秀 憲 904-2215 みどり町2－8－18 974-5480 電話兼用

29 みどり町三・四丁目 金 城 豊 904-2215 みどり町3－13－5 974-5839 電話兼用

30 みどり町五・六丁目 伊 盛 宏 美 904-2215 みどり町5－7－8 972-5606 電話兼用
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　石川地区 令和4年4月現在
自 治 会 名 自 治 会 長 名 郵 便 番 号 所　在　地 電 話 番 号 FAX 番 号

31 曙 伊 波 幸 人 904-1107 石川曙2-7-35 965-4780 965-1617
32 南 栄 與 古 田 ゆ か り 904-1106 石川436-1 964-4263 電話兼用
33 城 北 伊 波 昭 904-1106 石川841-1 965-2111 電話兼用
34 中 央 大 川 豊 治 904-1106 石川2-2-11 964-3630 電話兼用
35 松 島 西 原 洋 子 904-1106 石川1-26-3 964-2775 電話兼用
36 宮 前 町 田 宗 康 904-1106 石川1-49-9 965-1113 電話兼用
37 東 山 名 嘉 真 朝 夫 904-1101 石川東山本町1-17-3 965-4297 なし
38 旭 石 川 修 904-1102 石川東山2-11-2 964-3428 なし
39 港 大 嶺 千 春 904-1103 石川赤崎2-11-1 965-4964 なし
40 伊 波 竹 沢 稔 904-1115 石川伊波29 965-1807 電話兼用
41 嘉 手 苅 池 原 武 徳 904-1114 石川嘉手苅366 964-4350 電話兼用
42 山 城 山 城 幸 雄 904-1113 石川山城389-6 965-4233 電話兼用
43 石 川 前 原 登 川 晃 昇 904-1111 石川東恩納947-6 965-7021 電話兼用
44 東 恩 納 石 川 栄 904-1111 石川東恩納480-1 964-3255 電話兼用
45 美 原 仲 宗 根 洋 子 904-1111 石川東恩納1524 965-4713 電話兼用

　勝連地区 令和4年4月現在
自 治 会 名 自 治 会 長 名 郵 便 番 号 所　在　地 電 話 番 号 FAX 番 号

46 南 風 原 具 志 堅 永 信 904-2311 勝連南風原255 978-2235 電話兼用
47 平 安 名 外 間 勝 904-2312 勝連平安名655－1 978-2237 978-3715
48 内 間 内 間 幸 枝 904-2313 勝連内間980 978-2238 電話兼用
49 平 敷 屋 西 新 屋 光 男 904-2314 勝連平敷屋4068 978-2231 電話兼用
50 津 堅 玉 城 盛 哲 904-2317 勝連津堅27 978-7510 電話兼用
51 浜 城 間 正 宏 904-2315 勝連浜91 977-8450 977-8788
52 比 嘉 玉 那 覇 清 勇 904-2316 勝連比嘉125 977-7227 電話兼用

 与那城地区 令和4年4月現在
自 治 会 名 自 治 会 長 名 郵 便 番 号 所　在　地 電 話 番 号 FAX 番 号

53 照 間 花 城 清 文 904-2301 与那城照間1115ー1 978-2233 電話兼用
54 与 那 城 西 原 上 門 康 和 904-2302 与那城西原99 978-2236 電話兼用
55 与 那 城 仲 田 満 904-2303 与那城142 978-2230 電話兼用
56 饒 辺 宮 城 政 和 904-2307 与那城饒辺303－1 978-2232 電話兼用
57 屋 慶 名 森 根 隆 904-2304 与那城屋慶名1098 978-2228 電話兼用
58 平 安 座 五 嶋 眞 智 子 904-2426 与那城平安座409－2 977-8127 977-7779
59 桃 原 宮 里 亜 矢 子 904-2425 与那城桃原400-3 977-8182 電話兼用
60 上 原 東 泊 正 輝 904-2423 与那城宮城122-2 977-8166 電話兼用
61 宮 城 名 護 徹 904-2423 与那城宮城122-2 977-7924 電話兼用
62 池 味 登 川 行 雄 904-2422 与那城池味937 977-8256 電話兼用
63 伊 計 玉 城 正 則 904-2421 与那城伊計237 977-7373 電話兼用
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令和4年4月現在

役 職 氏 名 所 属 任 期

1 議 長 上 間 順 一 元学校関係者 R3.6.1～R5.5.31

2 副 議 長 佐 渡 山 安 輝 社会教育関係者 〃

3 委 員 高 平 兼 司 社会教育関係者 〃

4 〃 山 城 康 代 社会教育関係者 〃

5 〃 宮 城 華 織 社会教育関係者 〃

6 〃 上 門 康 和 自治会関係者 〃

7 〃 島 袋 行 正 社会教育関係者 〃

8 〃 我 如 古 有 美 子 社会教育関係者 〃

9 〃 嘉 陽 恵 子 元学校関係者 〃

10 〃 天 願 綾 子 社会教育関係者 〃

11 〃 小 潮 川 百 合 子 社会教育関係者 〃

令和4年6月現在

役 職 氏 名 所 属 任 期

1 委 員 長 水 流 伸 夫 具志川小学校 校長 R4.6.1～R5.3.31

2 副委員長 山 本 耕 司 石川中学校 教頭 〃

3 委 員 大 舛 勝 彦 具志川中学校 校長 〃

4 〃 豊 田 達 雄 田場小学校 教頭 〃

5 〃 島 袋 清 治 伊波中学校 生徒指導主任 〃

6 〃 大 田 彩 夏 あげな中学校 教育相談担当 〃

7 〃 比 嘉 久 美 子
高江洲小学校
特別支援コーディネーター

〃

8 〃 金 城 伸 幸 与那城小学校  情報担当 〃

9 〃 仲 村 渠 安 一 うるま市教育委員会 学校教育課 課長 〃

10 〃 中 村 哲 也 うるま市教育委員会 学校教育課 主幹 〃

33　　社社会会教教育育委委員員

44　　ううるるまま市市教教育育支支援援セセンンタターー運運営営委委員員
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令和4年4月現在

役 職 氏 名 所 属 任 期

1 議 長 上 間 順 一 元学校関係者 R3.6.1～R5.5.31

2 副 議 長 佐 渡 山 安 輝 社会教育関係者 〃

3 委 員 高 平 兼 司 社会教育関係者 〃

4 〃 山 城 康 代 社会教育関係者 〃

5 〃 宮 城 華 織 社会教育関係者 〃

6 〃 上 門 康 和 自治会関係者 〃

7 〃 島 袋 行 正 社会教育関係者 〃

8 〃 我 如 古 有 美 子 社会教育関係者 〃

9 〃 嘉 陽 恵 子 元学校関係者 〃

10 〃 天 願 綾 子 社会教育関係者 〃

11 〃 小 潮 川 百 合 子 社会教育関係者 〃

令和4年6月現在

役 職 氏 名 所 属 任 期

1 委 員 長 水 流 伸 夫 具志川小学校 校長 R4.6.1～R5.3.31

2 副委員長 山 本 耕 司 石川中学校 教頭 〃

3 委 員 大 舛 勝 彦 具志川中学校 校長 〃

4 〃 豊 田 達 雄 田場小学校 教頭 〃

5 〃 島 袋 清 治 伊波中学校 生徒指導主任 〃

6 〃 大 田 彩 夏 あげな中学校 教育相談担当 〃

7 〃 比 嘉 久 美 子
高江洲小学校
特別支援コーディネーター

〃

8 〃 金 城 伸 幸 与那城小学校  情報担当 〃

9 〃 仲 村 渠 安 一 うるま市教育委員会 学校教育課 課長 〃

10 〃 中 村 哲 也 うるま市教育委員会 学校教育課 主幹 〃

33　　社社会会教教育育委委員員

44　　ううるるまま市市教教育育支支援援セセンンタターー運運営営委委員員

令和4年6月現在
氏 名 分 野 所 属 任 期

1 恩 河 尚 歴   　史 沖縄市 市史編集室
元うるま市社会福祉協議会会長

R4.6.1～R6.5.31

2 稲 福 政 斉 歴史・民俗・美術工芸 沖縄国際大学・沖縄大学非常勤講師 〃

3 石 川 朋 子 社会学・平和学 沖縄国際大学非常勤講師 〃

4 大 谷 勉
自　   然

(爬虫類・両生類)
高田爬虫類研究所／室長 〃

5 宮 城 弘 樹 考  古  学 沖縄国際大学准教授 〃

6 山 城 一 美 建築学・住居環境学 沖縄職業能力開発大学校住居環境科
特任教授

〃

令和4年6月現在
氏 名 分 野 勤 務 先 任 期

1 藤 井 晴 彦 環境教育・海洋生物 那覇市立森の家みんみん代表
理学博士

R4.6.1～R6.5.31

2 千 住 直 広 観光・ＮＰＯ 浦添市観光協会
沖縄国際大学非常勤講師

〃

3 高 平 兼 司 水辺（湧き水・川） 沖縄県地球温暖化防止活動推進センター長
うるま市水と緑を考える会代表

〃

4 豊 永 栄 子 児童教育 宮城子ども広場室長 〃

5 粟 国 恭 子
沖縄近現代文化史・

文化人類学・博物館学
沖縄国際大学非常勤講師 〃

6 安 座 間 奈 緒 考古学・文化財修復 なおラボ代表
沖縄国際大学非常勤講師

〃

令和4年6月現在
氏 名 分 野 所 属 任 期

1 上 江 洲 敏 夫
歴  史  学
美術工芸

元具志川市史編さん室室長 R3.3.15～R5.3.14

2 高 良 倉 吉 琉  球  史 琉球大学名誉教授 〃

3 仲 程 昌 徳 琉球文学 琉球大学名誉教授、
ひめゆり平和祈念資料館

〃

4 崎 原 恒 新 民  俗  学 沖縄市史編集委員、
糸満市史編集委員など

〃

5 嘉 納 英 明 教  育  史 名桜大学国際学群教授 〃

55　　文文化化財財保保護護審審議議会会

66　　資資料料館館協協議議会会

77　　ううるるまま市市具具志志川川市市史史編編ささんん委委員員会会
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令和4年6月現在

氏 名 分 野 所　　　　　　属 任 期

1 照 屋 理 琉球文学 名桜大学上級准教授 具志川市史第9巻発刊まで

2 屋 良 健 一 郎 歴  史  学 名桜大学上級准教授 〃

3 安 谷 屋 盛 広 経  営  学 沖縄国際大学非常勤講師 〃

令和4年4月現在

氏 名 職　　業（役職） 選　　考　　理　　由 任 期

1 松 田 富 雄 うるま市体育協会会長 体育・スポーツ界の代表として意見を聞く R4.4.1～R6.3.31

2 真 栄 城 勉 琉球大学名誉教授 高いレベルの専門的知識と数多くの経験をもつ 〃

3 山 田 義 一
うるま市グラウンド・ゴルフ
事務局長

行政経験者として幅広く意見を聞く 〃

4 大 浦 弘 子
うるま市
スポーツ推進委員会

体育、スポーツのまとめ役の立場の意見を聞く 〃

5 和 田 美 佐 子 うるま市女性連合会会長 幅広く各階層(女性)の意見を聞く 〃

6 西新屋 光 男 平敷屋区自治会長 地域の代表として幅広い立場での意見を聞く 〃

7 島 袋 啓 二
うるま市スポーツ少年団
本部長

少年スポーツのまとめ役の立場での意見を聞く 〃

8 親 田 辰 美
うるま市B＆G勝連海洋
クラブ会長

地域の特色のあるサークル代表として意見を聞く 〃

9 石 川 裕 憲
うるま市観光物産協会
理事長

観光産業の代表として意見を聞く 〃

10 石 川 満 うるま市商工会会長 商工業の代表として意見を聞く 〃

99　　ううるるまま市市ススポポーーツツ推推進進審審議議会会

委嘱期間：令和4年4月1日～令和6年3月31日

88　　ううるるまま市市具具志志川川市市史史編編ささんん委委員員会会  第第99巻巻専専門門委委員員
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令和4年6月現在

氏 名 分 野 所　　　　　　属 任 期

1 照 屋 理 琉球文学 名桜大学上級准教授 具志川市史第9巻発刊まで

2 屋 良 健 一 郎 歴  史  学 名桜大学上級准教授 〃

3 安 谷 屋 盛 広 経  営  学 沖縄国際大学非常勤講師 〃

令和4年4月現在

氏 名 職　　業（役職） 選　　考　　理　　由 任 期

1 松 田 富 雄 うるま市体育協会会長 体育・スポーツ界の代表として意見を聞く R4.4.1～R6.3.31

2 真 栄 城 勉 琉球大学名誉教授 高いレベルの専門的知識と数多くの経験をもつ 〃

3 山 田 義 一
うるま市グラウンド・ゴルフ
事務局長

行政経験者として幅広く意見を聞く 〃

4 大 浦 弘 子
うるま市
スポーツ推進委員会

体育、スポーツのまとめ役の立場の意見を聞く 〃

5 和 田 美 佐 子 うるま市女性連合会会長 幅広く各階層(女性)の意見を聞く 〃

6 西新屋 光 男 平敷屋区自治会長 地域の代表として幅広い立場での意見を聞く 〃

7 島 袋 啓 二
うるま市スポーツ少年団
本部長

少年スポーツのまとめ役の立場での意見を聞く 〃

8 親 田 辰 美
うるま市B＆G勝連海洋
クラブ会長

地域の特色のあるサークル代表として意見を聞く 〃

9 石 川 裕 憲
うるま市観光物産協会
理事長

観光産業の代表として意見を聞く 〃

10 石 川 満 うるま市商工会会長 商工業の代表として意見を聞く 〃

99　　ううるるまま市市ススポポーーツツ推推進進審審議議会会

委嘱期間：令和4年4月1日～令和6年3月31日

88　　ううるるまま市市具具志志川川市市史史編編ささんん委委員員会会  第第99巻巻専専門門委委員員

令和4年4月現在

役 職 名 氏 名
スポーツ推進委員

年数
主なスポーツ活動

陸 上
海 洋 ス ポ ー ツ

バ レ ー ボ ー ル
ソ フ ト ボ ー ル
バ レ ー ボ ー ル
太 極 拳
野 球
ソ フ ト ボ ー ル
マ ラ ソ ン ・ レ ク
ハ ン ド ボ ー ル
陸 上 ・ 水 泳
バ レ ー ボ ー ル
バスケットボール
水 泳

レ ク
水 泳
卓 球
水 泳

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル
レ ク
ゴ ル フ
水 泳

ソ フ ト ボ ー ル
陸 上

マ ラ ソ ン ・ テ ニ ス
バ レ ー ボ ー ル
サッカー・フットサル
バ レ ー ボ ー ル

委嘱期間：令和3年4月1日～令和5年3月31日

1 会 長 神 谷 秀 正 3

2 副 会 長 名 嘉 山 隆 21 サ ッ カ ー

3 副 会 長 大 浦 弘 子 21

4 会 計 山 口 ま す み 17

5 監 事 上 原 学 15

6 監 事 安 慶 名 涼 子 5

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

10 〃 恩 納 清 子 31

7 委 員 山 城 貞 雄 50

8 〃 濱 端 義 正 37

11 〃 天 願 克 也 23

12 〃 與 古 田 進 悟 15

9 〃 瑞 慶 覧 昭 33

野 球

15 〃 喜 屋 武 勇 人 9 サ ッ カ ー

13 〃 與 古 田 将 司 9

14 〃 座 間 味 宗 孝 9

陸 上

18 〃 瑞 慶 山 良 則 5 サ ッ カ ー

16 〃 徳 田 律 子 8

17 〃 奥 濱 松 美 6

1100　　ううるるまま市市ススポポーーツツ推推進進委委員員

水 泳

23 〃 高 良 信 吾 1 野 球

21 〃 奥 間 美 千 代 3

22 〃 中 村 ま ゆ み 3

19 〃 玉 城 優 里 5 陸 上

20 〃 三 木 佳 奈 子 3
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令和4年6月現在

氏 名 学 校 名 備 考

1 島 袋 勝 範 あげな中学校

2 松 堂 弘 政 髙江洲中学校

3 與 那 嶺 剛 具志川東中学校

4 横 田 恵 川崎小学校

5 稲 福 盛 也 田場小学校

6 平 田 治 子 髙江洲小学校

7 新 城 雅 文 城前小学校

8 山 内 ひ と み 石川中学校

9 仲 宗 根 政 人 伊波中学校

10 新 城 剛 南原小学校

11 兼 島 栄 平敷屋小学校

12 幸 喜 徹 与那城小学校

13 仲 村 美 恵 子 彩橋小中学校

14 盛 小 根 完 与勝中学校

15 田 場 勝 津堅小中学校

16 伊 波 常 之 うるま市ＰＴＡ連合会会長

17 仲 村 渠 安 一 うるま市教育委員会学校教育課長

18 安 里 彩 栄養職員

19 赤 嶺 幸 徳 学識経験者 監査委員

20 比 屋 根 美 由 紀 うるま市ＰＴＡ連合会役員 監査委員

21 長 浜 亮 子 うるま市ＰＴＡ連合会役員 監査委員

委嘱期間：令和4年6月1日～令和5年3月31日

1111　　ううるるまま市市立立学学校校給給食食セセンンタターー運運営営委委員員会会

運営委員及び監査委員
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令和4年4月現在

氏　　名 所 属 ・ 職 名 任　　期

1 高　屋　清　剛 元県立浦添工業高校　校長 R3.4.1～R5.3.31

2 遠　藤　尚　宏 一般社団法人あすいろ　精神科　医師 R3.4.1～R5.3.31

3 山　田　芳　弘 山田小児科内科医院　医師 R3.4.1～R5.3.31

4 野　原　真由美 うるま市立伊波小学校　校長 R4.4.1～R6.3.31

5 山　城　俊　子 元県立美咲特別支援学校 主幹教諭 R3.4.1～R5.3.31

6 仲　地　米　子 元うるま市立宮森小学校 特別支援学級(言語)担当者 R3.4.1～R5.3.31

7 我如古　優　子 保護者代表（うるま市手をつなぐ育成会） R3.4.1～R5.3.31

8 仲　村　真　子 県立美咲特別支援学校　教諭
特別支援教育コーディネーター

R3.4.1～R5.3.31

9 南風原　このみ 県立泡瀬特別支援学校 教諭
特別支援教育コーディネーター

R4.4.1～R6.3.31

10 大　城　広　美 県立沖縄高等特別支援学校 教諭
特別支援教育コーディネーター

R3.4.1～R5.3.31

11 金　城　節　子 うるま市立与那城小学校 特別支援学級(言語)担任兼
特別支援教育コーディネーター

R4.4.1～R6.3.31

12 名　護　泰　子 うるま市立中原小学校　特別支援学級（情緒）担任兼
特別支援教育コーディネーター

R4.4.1～R6.3.31

13 小　林　及　恵 うるま市立あげな小学校　特別支援学級（知的）担任 R3.4.1～R5.3.31

14 渡慶次　よりえ うるま市立具志川中学校　特別支援学級（知的）担任兼
特別支援教育コーディネーター

R3.4.1～R5.3.31

15 比　嘉　麻　美 うるま市立与勝第二中学校　養護教諭 R4.4.1～R6.3.31

16 金　城　みゆき うるま市立赤道幼稚園　主査教諭 R4.4.1～R6.3.31

17 外　間　泉　美 こども未来部　子育て世代包括支援センター
母子保健指導係長（保健師）

R4.4.1～R6.3.31

18 山　城　亜理沙 こども未来部　こども教育保育推進課
きむたか保育所　主査保育士

R4.4.1～R6.3.31

19 伊良皆　益　美 福祉部　障がい福祉課　障がい相談係
副主幹兼係長（保健師）

R3.4.1～R5.3.31

20 山入端　綾　香 うるま市教育支援センター 教育相談係　臨床心理士 R3.4.1～R5.3.31

21 狩　俣　順　也 こども未来部　こども発達支援課
親子通園係（あげなこども園分園内）保育教諭　係長

R4.4.1～R6.3.31

22 金　 城　　 都 こども未来部 こども教育保育推進課
教育保育指導係（保育教諭 主査）

R4.4.1～R6.3.31

23 伊　礼　美和子 教育委員会学校教育課　指導主事（小学校） R4.4.1～R6.3.31

※任期は2年とする。

1122　　ううるるまま市市教教育育支支援援委委員員
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1133　　  学学校校医医・・歯歯科科医医・・薬薬剤剤師師一一覧覧

任期：令和4年4月1日～令和5年3月31日
令和4年4月現在

学 校 名 学 校 医 学 校 歯 科 医 学 校 薬 剤 師
山 田 芳 弘 饒 波 毅 佐 次 田 聖

山田小児科内科医院：965-3577 のは歯科クリニック：965-1862 さしだ薬局：965-4906
與 座 朝 義 飯沼　良子 井 村 倫 子

よざ耳鼻咽喉科：964-4133 アールデンタル：965-3456
西 川 高 広 伊 波 幸 一 瑞 慶 山 礼 奈

伊波クリニック：964-5735 幸一デンタルオフィス：965-7171 いは薬局：965-6767
伊 佐 眞 比 嘉 正 則 米 倉 美 帆

伊佐整形外科：931-1111 比嘉デンタルクリニック：933-6800 タスク薬局：972-7198
安富祖　久明（増成　秀樹） 知 念 克 二 土 屋 菜 々 美

与勝あやはしクリニック：983-0055 ちねん歯科医院：973-7555 へしきや薬局：978-6036
浜端　宏英（富里　政秀） 島 袋 亮 新 江 裕 貴
アワセ第一医院：937-5536 ファミリー歯科クリニック：972-4141 ひが薬局与那城店：989-4692

竹 田 真 一 野 原 昭 彦 宮 里 建 次
与勝病院：978-5235 野原歯科医院：975-1888 へしきや薬局：978-6036

伊 禮 史 朗 野 原 昭 彦 宮 里 建 次
伊禮医院：978-7332 野原歯科医院：975-1888 へしきや薬局：978-6036

玉　　城　　和　　光 仲 真 良 彦 柴 田 忠 佳
中部病院津堅診療所：978-2918 仲真歯科医院：923-0112 ももたろう薬局：879-6888

大 嶺 雅 亮 赤 地 修 長　　濱　　照　　美
大嶺医院：973-1125 あおば歯科クリニック：972-4618 北中城若松病院：935-2277
喜 友 名　　琢　　也 赤 地 一 史 花 城 幸 夫

ソフィアクリニック：923-2110 あおば歯科クリニック：972-4618 メイト松本薬局：937-4488
前 田 清 貴 大 嶺 裕 瑞 慶 山 純 子

みどり町クリニック：972-3858 つばさ歯科クリニック：974-4649 いは薬局：965-6767
小 渡 敬 大 城 敦 江 米 倉 美 帆

平和病院：973-2000 スマイル歯科：974-3311 タスク薬局：972-7198
兼 城 真 理 子 赤 地 一 史 上 間 秀 子

川根内科外科：974-3025 あおば歯科クリニック：972-4618 あかみち薬局美里店：921-3400
小橋川　悟 赤 地 修 新 江 裕 貴

いしかわ願寿ぬ森：964-6511 あおば歯科クリニック：972-4618 ひが薬局与那城店：989-4692
宮 里 善 次 宮 里 清 和 村 田 成 夫

中頭病院：939-1300 中頭歯科診療室：938-2030 すこやか薬局読谷店：956-1093
知 念 正 雄 大 城 敦 江 前 濱 渚

スマイル歯科：974-3311 りんご薬局　古謝店：929-2700
瑞慶山　茂（高江洲　義英） 崎 原 幹 雄 江 夏 恭 範

いずみ病院：972-7788 みきお歯科医院：921-2232 あかみち薬局：974-1673
渡邊　浩樹（高江洲　義英） 石 川 末 子 高 橋 優 子

いずみ病院：972-7788 石川歯科医院：964-5958 さしだ薬局石川中学校前店：964-2302
石 川 隆 夫 石 川 正 人 佐 次 田 頌

石川医院：964-3049 銀座歯科医院：964-2045 さしだ薬局しらはま店：987-8128
竹 田 真 一 澤 田 直 則 伊 禮 隆 一

与勝病院：978-5235 しおみ歯科医院：978-7804 伊禮針灸院：973-3193
島 袋 晃 津 嘉 山 一 伊 禮 隆 一

あきら整形外科クリニック：921-3330 パーク歯科：974-3663 伊禮針灸院：973-3193
岩 下 秀 彦 知 念 克 二 瑞 慶 山 純 子

いわした内科クリニック：982-6666 ちねん歯科医院：973-7555 いは薬局：965-6767
上里　迅 大 串 美 央 福 地 健 治

かつれん耳鼻科クリニック：989-6381 ３０矯正歯科：973-4188 メイト平良川薬局：974-8811
城 間 拓 哉 花 城 国 英 座 喜 味 美 智 子

しろま内科クリニック：973-2500 愛の里歯科診療所：974-8571 ざきみ薬局：974-3353
塩田　和誉 栗 田 宅 哉 吉 本 尚 志

アワセ第一医院：937-5536 ひまわり歯科：989-1355 中部保健所938-9787
※小学校は幼稚園も兼務する。ただし、認定こども園除く

南 原 小 学 校

宮 森 小 学 校

城 前 小 学 校

伊 波 小 学 校

彩 橋 小 中 学 校

与 那 城 小 学 校

赤 道 小 学 校

勝 連 小 学 校

平 敷 屋 小 学 校

津 堅 小 中 学 校

川 崎 小 学 校

天 願 小 学 校

あ げ な 小 学 校

田 場 小 学 校

具 志 川 小 学 校

兼 原 小 学 校

高 江 洲 小 学 校

中 原 小 学 校

高 江 洲 中 学 校

具 志 川 東 中 学 校

石 川 中 学 校

伊 波 中 学 校

与 勝 中 学 校

与 勝 第 二 中 学 校

あ げ な 中 学 校

具 志 川 中 学 校
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11  社社会会体体育育施施設設使使用用料料  

ううるるまま市市具具志志川川総総合合体体育育館館・・ううるるまま市市石石川川体体育育館館  
区分 利用料金 

専用 
使用 

入場料を徴収 
しない場合 

①アマチュアスポー
ツ及び体育レクリエ
ーションの普及、振興
を図る催物の場合 

１時間につき 1,150円 

②その他の場合 １時間につき 2,500円 

入場料を徴収 
する場合 

①同上①の場合 
１時間につき  
1,250円 最高入場料（税込）に１００を乗じて得た額を、 

左の額に加算する。 
②同上②の場合 

１時間につき  
5,000円 

照明施設 １時間につき 2,000円 

衛生費 
興行 １時間につき 2,500円 

大会 １時間につき   400円 

区分 単位 利用料金 
照明料 

具志川 石川 

専用 
使用 
以外 

卓球 
小・中・高校生 1台 1時間 100円 ―円 

1灯1時間 
につき35円 

大学生・一般 1台 1時間 150円 50円 

バレーボール 
小・中・高校生 1面 1時間 200円 400円 

大学生・一般 1面 1時間 250円 400円 

バスケットボール 
ハンドボール 

小・中・高校生 1面 1時間 250円 400円 

大学生・一般 1面 1時間 300円 400円 

バドミントン 
小・中・高校生 1面 1時間 150円 100円 

大学生・一般 1面 1時間 200円 100円 

柔剣道場 
小・中・高校生   1時間 200円 100円 

大学生・一般   1時間 250円 100円 

ジョギング 
小・中・高校生   1時間 50円 

  
大学生・一般   1時間   

トレーニング室 大学生・一般   1時間 100円 50円 

相撲場 
小・中・高校生   1時間 100円 

  
大学生・一般   1時間 300円 

その他 使用面積に応じて徴収する。 

附属 
施設 
使用 

大会議室 １時間につき 150円   
小会議室 １時間につき 100円 

シャワー １人１回につき 20円 

放送設備 １時間につき 300円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  
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ううるるまま市市具具志志川川総総合合ググララウウンンドド  

区分 利用料金 

専用 
使用 

陸上競技及びその他アマチュア 
スポーツの普及のための催物に 
専用する場合 

入場料を徴収しない場合 1時間につき 1,000円 

入場料を徴収する場合 1時間につき 2,000円 

同上の練習のために団体で専用 
する場合  入場料徴収の有無に応じ、上記の利用料金の半額  

専用 
使用 
以外 

陸上競技その他のアマチュア 
スポーツ及び体育、レクリエー 
ションの練習に使用する場合 

小・中・高校生 
1人につき  

1回50円 
早朝（午前5時～午前7時）は 
無料開放とする。 

大学生・一般 
1人につき  

1回100円 

照明 
施設 
使用 

専用使用のみ徴収する。 

  

1灯1時間につき 35円 

衛生費 

興行 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  
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ううるるまま市市具具志志川川総総合合ググララウウンンドド  

区分 利用料金 

専用 
使用 

陸上競技及びその他アマチュア 
スポーツの普及のための催物に 
専用する場合 

入場料を徴収しない場合 1時間につき 1,000円 

入場料を徴収する場合 1時間につき 2,000円 

同上の練習のために団体で専用 
する場合  入場料徴収の有無に応じ、上記の利用料金の半額  

専用 
使用 
以外 

陸上競技その他のアマチュア 
スポーツ及び体育、レクリエー 
ションの練習に使用する場合 

小・中・高校生 
1人につき  

1回50円 
早朝（午前5時～午前7時）は 
無料開放とする。 

大学生・一般 
1人につき  

1回100円 

照明 
施設 
使用 

専用使用のみ徴収する。 

  

1灯1時間につき 35円 

衛生費 

興行 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ううるるまま市市具具志志川川野野球球場場・・エエナナジジッッククススタタジジアアムム石石川川（（ううるるまま市市石石川川野野球球場場））  

区分 利用料金 

大会又は 
興行の 
場合 

入場料を徴収 
しない場合 

小・中・高校生 1時間につき 300円 

大学生・一般 1時間につき 500円 

職業チーム 
1時間につき 1,500円 

その他の興行 

入場料を徴収 
する場合 

小・中・高校生 1時間につき 700円 

大学生・一般 1時間につき 900円 

職業チーム 入場料を徴収しない場合の料金で計算して得た額に、  
最高入場料額（税込）に100を乗じて得た額を加算する。 

その他の興行 

練習の場合 

小・中・高校生 1時間につき 300円 

大学生・一般 1時間につき 500円 

職業チーム 1時間につき 1,500円 

照明施設使用  1時間につき 2,500円 

附属施設 
使用 

会議室  1時間につき 200円 

スコアボード一式  1試合につき 200円 

放送設備  1試合につき 200円 

審判用具  1試合につき 200円 

衛生費 
興行 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

 
備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  
利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  

４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  
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ううるるまま市市庭庭球球場場  

（1）うるま市具志川庭球場・うるま市与那城総合公園（庭球場）  

区分 利用料金 

専用使用 

小・中・高校生 １時間につき 1,000円 

大学生・一般 １時間につき 2,000円 

専用使用以外 

小・中・高校生 １面１時間につき 100円 

大学生・一般 １面１時間につき 200円 

①屋外照明１時間につき１面200円をコート利用料金に加算する。 

②与那城庭球場及び喜屋武マーブ公園庭球場を専用使用する場合は、上記専用使用の利用料金に１００分の２５を  
乗じた額を徴収する。 

 

（2）うるま市石川庭球場 

区分 利用料金 

専用使用 

小・中・高校生 １時間につき 400円 

大学生・一般 １時間につき 800円 

専用使用以外 

小・中・高校生 １面１時間につき 100円 

大学生・一般 １面１時間につき 200円 

屋外照明１時間につき１面200円をコート利用料金に加算する。 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  
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ううるるまま市市庭庭球球場場  

（1）うるま市具志川庭球場・うるま市与那城総合公園（庭球場）  

区分 利用料金 

専用使用 

小・中・高校生 １時間につき 1,000円 

大学生・一般 １時間につき 2,000円 

専用使用以外 

小・中・高校生 １面１時間につき 100円 

大学生・一般 １面１時間につき 200円 

①屋外照明１時間につき１面200円をコート利用料金に加算する。 

②与那城庭球場及び喜屋武マーブ公園庭球場を専用使用する場合は、上記専用使用の利用料金に１００分の２５を  
乗じた額を徴収する。 

 

（2）うるま市石川庭球場 

区分 利用料金 

専用使用 

小・中・高校生 １時間につき 400円 

大学生・一般 １時間につき 800円 

専用使用以外 

小・中・高校生 １面１時間につき 100円 

大学生・一般 １面１時間につき 200円 

屋外照明１時間につき１面200円をコート利用料金に加算する。 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  

 

 

 

 

 

ううるるまま市市石石川川ププーールル  

区分 利用料金 

専用使用 

アマチュアスポーツ等に 
利用する場合 

25mプール 2時間につき 4,000円 

幼児用プール 〃 2,000円 

使用者が入場者から 
入場料を徴収する場合 

25mプール 〃 8,000円 

幼児用プール 〃 4,000円 

2時間を超える使用又は50人以上で使用する場合は、1時間につき1,000円を衛生費として加算する。 

専用使用以外 

幼児 

25mプール及び 
幼児用プール 

1人2時間につき 50円 

小中学生 〃 100円 

高校生 〃 150円 

大人 〃 200円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
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ううるるまま市市与与那那城城総総合合公公園園（（陸陸上上競競技技場場、、多多目目的的広広場場））  

区分 利用料金 

スポーツ及びレクリエーシ
ョンの普及並びに振興又は
催物のために使用する場合 

使用者が入場者から入場料、会費等を  
徴収しない場合 

1時間につき 250円 

使用者が入場者から入場料、会費等を  
徴収する場合 

1時間につき 2,500円 

附属用備品使用 競技用備品 
団体で使用する場合 施設利用料金に含まれる。 

個人で使用する場合 備品1点につき 50円 

照明施設使用 
全点灯 1時間につき  1,600円 

1/2点灯 1時間につき  800円 

附属施設使用 

シャワー 1人1回につき 100円 

放送設備 1日1回につき 1,000円 

トレーニング室 1人1回につき 100円 

衛生費 
興行 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  
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ううるるまま市市与与那那城城総総合合公公園園（（陸陸上上競競技技場場、、多多目目的的広広場場））  

区分 利用料金 

スポーツ及びレクリエーシ
ョンの普及並びに振興又は
催物のために使用する場合 

使用者が入場者から入場料、会費等を  
徴収しない場合 

1時間につき 250円 

使用者が入場者から入場料、会費等を  
徴収する場合 

1時間につき 2,500円 

附属用備品使用 競技用備品 
団体で使用する場合 施設利用料金に含まれる。 

個人で使用する場合 備品1点につき 50円 

照明施設使用 
全点灯 1時間につき  1,600円 

1/2点灯 1時間につき  800円 

附属施設使用 

シャワー 1人1回につき 100円 

放送設備 1日1回につき 1,000円 

トレーニング室 1人1回につき 100円 

衛生費 
興行 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ううるるまま市市与与那那城城総総合合公公園園（（多多種種目目球球技技場場））・・ううるるまま市市勝勝連連総総合合ググララウウンンドド  

区分 利用料金 

スポーツ及びレクリ
エーションの普及並
びに振興又は催物の
ために使用する場合 

使用者が入場者から 
入場料、会費等を 
徴収しない場合 

小・中・高校生 １時間につき 250円 

大学生・一般 １時間につき 500円 

職業チーム １時間につき 2,000円 

その他の興行 １時間につき 2,000円 

使用者が入場者から 
入場料、会費等を 
徴収する場合 

小・中・高校生 １時間につき 650円 

大学生・一般 １時間につき 900円 

職業チーム 入場料を徴収しない場合の料金で計算して得た額に、
最高入場料額（税込）に100を乗じて得た額を加算 
する。 その他の興行 

照明施設使用 
与那城 

野球用点灯 １時間につき 3,000円 

サッカー用点灯 １時間につき 2,000円 

勝連総合グラウンド照明を使用する場合の料金は、１時間当たり1,200円とする。 

附属備品使用 専用使用の場合は、附属備品等の料金は施設利用料金に含む。  

衛生費 

興行 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  
に応じ超過利用料金を徴収する。  

３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  
利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  

４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  
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ううるるまま市市具具志志川川ドドーームム  

専用使用 

区分 利用料金 

スポーツ及びレク
リエーションの普
及並びに振興又は
催物のために使用
する場合 

入場料、会費等
を徴収しない
場合 

小・中・高校生 1時間につき 400円 

大学生・一般 1時間につき 800円 

職業チーム 
1時間につき 2,000円 

その他の興行 

入場料を徴収
する場合 

小・中・高校生 1時間につき 800円 

大学生・一般 1時間につき 1,300円 

職業チーム 入場料を徴収しない場合の料金で計算して  
得た額に、最高入場料額（税込）に100を 
乗じて得た額を加算する。 その他の興行 

練習の場合 

小・中・高校生 1時間につき 400円 

大学生・一般 1時間につき 800円 

職業チーム 1時間につき 2,000円 

専用使用 
以外 

野球・ソフトボール 
小・中・高校生 1時間につき 200円 

大学生・一般 1時間につき 400円 

フットサル・ハンドボール 
小・中・高校生 1時間につき 200円 

大学生・一般 1時間につき 400円 

テニス・ゲートボール 
小・中・高校生 1時間につき 100円 

大学生・一般 1時間につき 200円 

相撲場 
小・中・高校生 1時間につき 200円 

大学生・一般 1時間につき 400円 

ジョギング 1時間につき 100円 

照明施設使用 
点灯の割合 100％ 75％ 50％ 25％ 

1時間につき 2,400円 1,800円 1,200円 600円 

附属施設使用 

放送設備 1時間につき 200円 

会議室 1時間につき 150円 
クーラー利用は1時間につき300円加算 

シャワー室 1人1回につき 100円 

衛生費 
興行、その他 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
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ううるるまま市市具具志志川川ドドーームム  

専用使用 

区分 利用料金 

スポーツ及びレク
リエーションの普
及並びに振興又は
催物のために使用
する場合 

入場料、会費等
を徴収しない
場合 

小・中・高校生 1時間につき 400円 

大学生・一般 1時間につき 800円 

職業チーム 
1時間につき 2,000円 

その他の興行 

入場料を徴収
する場合 

小・中・高校生 1時間につき 800円 

大学生・一般 1時間につき 1,300円 

職業チーム 入場料を徴収しない場合の料金で計算して  
得た額に、最高入場料額（税込）に100を 
乗じて得た額を加算する。 その他の興行 

練習の場合 

小・中・高校生 1時間につき 400円 

大学生・一般 1時間につき 800円 

職業チーム 1時間につき 2,000円 

専用使用 
以外 

野球・ソフトボール 
小・中・高校生 1時間につき 200円 

大学生・一般 1時間につき 400円 

フットサル・ハンドボール 
小・中・高校生 1時間につき 200円 

大学生・一般 1時間につき 400円 

テニス・ゲートボール 
小・中・高校生 1時間につき 100円 

大学生・一般 1時間につき 200円 

相撲場 
小・中・高校生 1時間につき 200円 

大学生・一般 1時間につき 400円 

ジョギング 1時間につき 100円 

照明施設使用 
点灯の割合 100％ 75％ 50％ 25％ 

1時間につき 2,400円 1,800円 1,200円 600円 

附属施設使用 

放送設備 1時間につき 200円 

会議室 1時間につき 150円 
クーラー利用は1時間につき300円加算 

シャワー室 1人1回につき 100円 

衛生費 
興行、その他 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）  

に応じ超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の  

利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。

ううるるまま市市具具志志川川多多種種目目球球技技場場  

区分 利用料金 

スポーツ及び
レクリエーシ
ョンの普及並
びに振興又は
催物のために
使用する場合 

使用者が入場者
から入場料、会費
等を徴収しない
場合 

小・中・高校生 １時間につき 380円 

大学生・一般 １時間につき 750円 

職業チーム １時間につき 3,000円 

その他の興行 １時間につき 3,000円 

使用者が入場者
から入場料会費
等を徴収する 
場合 

小・中・高校生 １時間につき 980円 

大学生・一般 １時間につき 1,350円 

職業チーム 入場料を徴収しない場合の料金で計算して得た額に、  
最高入場料額（税込）に100を乗じて得た額を加算する。 その他の興行 

附属施設使用 

会議室 

小・中・高校生 1時間につき 240円 

大学生・一般 1時間につき 430円 

職業チーム 1時間につき 650円 

キャンプ・合宿等 1時間につき 1,300円 

ロッカールーム 

小・中・高校生 1時間につき 240円 

大学生・一般 1時間につき 470円 

職業チーム 1時間につき 650円 

キャンプ・合宿等 1時間につき 1,420円 

審判室 1室1時間につき 150円 

冷房使用 1室1時間につき 100円 

シャワー室 
1人当たり 100円 

1団体1室当たり 1,000円 

放送設備 1日当たり 1,000円 

照明設備使用 
野球用点灯 1時間につき 2,500円 

サッカー用点灯 1時間につき 3,000円 

附属備品使用 専用使用の場合は、附属備品等の料金は施設利用料金含む。  

衛生費 
興行 1時間につき 2,500円 

大会 1時間につき 400円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間（１時間未満は１時間とみなす。）に応じ  

超過利用料金を徴収する。  
３  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する場合の利用  

料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
４  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
５  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する
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ううるるまま市市勝勝連連BB＆＆GG海海洋洋セセンンタターー  

（1）体育館等利用料金 

種類 団体（10人以上） 個人 

 

 

 

 

 

 

午前9時から 
午後1時まで 

 
午後1時から 
午後6時まで 

 
午後6時から 
午後9時まで 

照明料 
（1時間当たり） 

 
午前9時から 
午後1時まで 

 
午後1時から 
午後6時まで 

 
午後6時から 
午後9時まで 

照明料 
（1時間当たり） 

全面 1,000円 300円 小・中・高校 50円 20円 

半面 500円 200円 大学生・一般 100円 20円 

更衣ロッカー 10円   更衣ロッカー 10円   

 

（2）プール利用料金 

 午前9時から午後1時まで 

午後1時から午後6時まで 

午後6時から午後9時まで 

照明料（1回当たり） 

小・中・高校生 100円 50円 

大学生・一般 150円 50円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する  

場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
３  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
４  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

時間 

区分 

時間 

区分 

（1 回） （1 回） 

時間 

区分 
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ううるるまま市市勝勝連連BB＆＆GG海海洋洋セセンンタターー  

（1）体育館等利用料金 

種類 団体（10人以上） 個人 

 

 

 

 

 

 

午前9時から 
午後1時まで 

 
午後1時から 
午後6時まで 

 
午後6時から 
午後9時まで 

照明料 
（1時間当たり） 

 
午前9時から 
午後1時まで 

 
午後1時から 
午後6時まで 

 
午後6時から 
午後9時まで 

照明料 
（1時間当たり） 

全面 1,000円 300円 小・中・高校 50円 20円 

半面 500円 200円 大学生・一般 100円 20円 

更衣ロッカー 10円   更衣ロッカー 10円   

 

（2）プール利用料金 

 午前9時から午後1時まで 

午後1時から午後6時まで 

午後6時から午後9時まで 

照明料（1回当たり） 

小・中・高校生 100円 50円 

大学生・一般 150円 50円 

備考  
１  使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。  
２  市民（本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。）以外のものが使用する  

場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。  
３  利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  
４  就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

時間 

区分 

時間 

区分 

（1 回） （1 回） 

時間 

区分 

 

22  学学校校施施設設使使用用料料  

 

学校体育施設開放事業の使用料は、うるま市立学校施設等使用料に関する条例(平成17年 
うるま市条例第68号)を準用するものとし、使用時間は1時間単位、体育館使用面積は、  
半コート単位に区分し算出します。  

 

区   分 使 用 料 

施  設 使用者 20：00～22：00 ※1時間あたり 備 考 

体育館 団  体 400円 半コート分 

運動場 

団  体 200円   

照明使用1時間につき 

使用基数 1基 2基 3基 4基 5基 6基 

使用料金 150円 300円 450円 600円 750円 900円 
 
 

３３  ううるるまま市市立立公公民民館館使使用用料料  
 

使用場所(室) 項 目 

市 内 市 外 

平 日 
9:00～17:00 

平 日 
17:00～22:00 

土曜日 

平 日 
9:00～17:00 

平 日 
17:00～22:00 

土曜日 

ホール 

(一般集会) 

1時間につき 
1,000円 1,500円 1,500円 2,200円 

(宴 会) 

1時間につき 
2,000円 3,000円 3,000円 4,500円 

(冷房使用料) 

1時間につき 
1,000円 1,000円 1,500円 1,500円 

調理室 

1時間につき 700円 1,000円 1,000円 1,500円 

(冷房使用料) 

1時間につき 
500円 500円 750円 750円 

研修室 
その他 

1時間につき 500円 750円 750円 1,100円 

(冷房使用料) 

1時間につき 
500円 500円 750円 750円 
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４４  生生涯涯学学習習文文化化振振興興セセンンタターーゆゆららててくく施施設設使使用用料料  

11..  施施設設使使用用料料（（11時時間間単単位位））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２２..  施施設設設設備備・・備備品品使使用用料料（（11時時間間単単位位））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 
使用時間帯 

冷房 
9：00～17：00 17：00～22：00 

１ 

階 

多目的ホール 1,000円 1,500円 1,000円 

多目的ホール(土日祝日） 1,500円 1,500円 1,000円 

楽屋１・２ 200円 300円 200円 

音楽室１ 500円 750円 500円 

音楽室２・３ 300円 450円 300円 

研修室１ 500円 750円 500円 

研修室２・３ 400円 600円 400円 

研修室４ 300円 450円 300円 

創作活動室 500円 750円 500円 

ブラウジングコーナー 500円 750円 － 

コモンズ１ 1,000円 1,500円 － 

コモンズ２・３ 300円 450円 － 

コモンズ４ 400円 600円 － 

２ 

階 

研修室５ 400円 600円 400円 

軽音楽室 400円 600円 400円 

調理室 700円 1,050円 500円 

多目的室 300円 450円 300円 

和室 500円 750円 500円 

コモンズ５・６・７ 200円 300円 － 

 
ライブエリア１ 500円 750円 － 

ライブエリア２・３・４ 300円 450円 － 

中庭 500円 750円 － 

 ※市外の者が使用する時の使用料は、上記の 1.5 倍（10 円未満の端数は切り捨て）  
※イベント等で入場料が発生する場合は、上記の 2 倍 

種類 単位 使用料 

ホール舞台照明設備 1 日 4,000 円 
ホール舞台音響設備 1 日 2,000 円 
ホール映像設備 1 日 2,000 円 
グランドピアノ 1 日 1,000 円 
音楽録音機器 1 日 1,000 円 
ドラムセット 1 日 500 円 

陶芸釜(燃料込み) 3 時間 2,000 円 
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４４  生生涯涯学学習習文文化化振振興興セセンンタターーゆゆららててくく施施設設使使用用料料  

11..  施施設設使使用用料料（（11時時間間単単位位））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２２..  施施設設設設備備・・備備品品使使用用料料（（11時時間間単単位位））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 
使用時間帯 

冷房 
9：00～17：00 17：00～22：00 

１ 

階 

多目的ホール 1,000円 1,500円 1,000円 

多目的ホール(土日祝日） 1,500円 1,500円 1,000円 

楽屋１・２ 200円 300円 200円 

音楽室１ 500円 750円 500円 

音楽室２・３ 300円 450円 300円 

研修室１ 500円 750円 500円 

研修室２・３ 400円 600円 400円 

研修室４ 300円 450円 300円 

創作活動室 500円 750円 500円 

ブラウジングコーナー 500円 750円 － 

コモンズ１ 1,000円 1,500円 － 

コモンズ２・３ 300円 450円 － 

コモンズ４ 400円 600円 － 

２ 

階 

研修室５ 400円 600円 400円 

軽音楽室 400円 600円 400円 

調理室 700円 1,050円 500円 

多目的室 300円 450円 300円 

和室 500円 750円 500円 

コモンズ５・６・７ 200円 300円 － 

 
ライブエリア１ 500円 750円 － 

ライブエリア２・３・４ 300円 450円 － 

中庭 500円 750円 － 

 ※市外の者が使用する時の使用料は、上記の 1.5 倍（10 円未満の端数は切り捨て）  
※イベント等で入場料が発生する場合は、上記の 2 倍 

種類 単位 使用料 

ホール舞台照明設備 1 日 4,000 円 
ホール舞台音響設備 1 日 2,000 円 
ホール映像設備 1 日 2,000 円 
グランドピアノ 1 日 1,000 円 
音楽録音機器 1 日 1,000 円 
ドラムセット 1 日 500 円 

陶芸釜(燃料込み) 3 時間 2,000 円 
 

 

５５  ううるるまま市市民民芸芸術術劇劇場場施施設設使使用用料料  

11..  響響ホホーールル施施設設使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..  燈燈ホホーールル施施設設使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 

料 金 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日 

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～17時 13時～22時 9時～22時 

入場料を徴収 
しない場合 

平 日 7,200 14,800 18,200 21,000 31,200 36,400 

土・日・祝祭日 9,400 19,400 23,600 27,400 40,400 47,200 

入

場

料

を

徴

収

す

る

場

合 

1,000円未満 
平 日 9,400 19,400 23,600 27,400 40,400 47,200 

土・日・祝祭日 12,200 25,000 30,600 35,400 52,600 61,200 

1,000円以上

2,000円未満 

平 日 11,600 23,800 29,000 33,600 49,800 58,200 

土・日・祝祭日 14,800 30,400 37,200 43,000 63,800 74,400 

2,000円以上

3,000円未満 

平 日 16,200 30,800 38,800 45,600 66,600 77,600 

土・日・祝祭日 19,800 40,800 50,000 58,000 86,000 100,000 

3,000円以上 
平 日 17,000 34,800 42,600 49,400 73,200 85,200 

土・日・祝祭日 21,800 44,800 54,600 63,200 94,000 110,000 

 

区 分 

料 金 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日 

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～17時 13時～22時 9時～22時 

入場料を徴収 
しない場合 

平 日 3,600 7,400 9,100 10,500 15,600 18,200 

土・日・祝祭日 4,700 9,700 11,800 13,700 20,200 23,600 

入

場

料

を

徴

収

す

る

場

合 

1,000円未満 
平 日 4,700 9,700 11,800 13,700 20,200 23,600 

土・日・祝祭日 6,100 12,500 15,300 17,700 26,300 30,600 

1,000円以上

2,000円未満 

平 日 5,800 11,900 14,500 16,800 24,900 29,100 

土・日・祝祭日 7,400 15,200 18,600 21,500 31,900 37,200 

2,000円以上

3,000円未満 

平 日 8,100 15,400 19,400 22,800 33,300 38,900 

土・日・祝祭日 9,900 20,400 25,000 29,000 43,000 50,000 

3,000円以上 
平 日 8,500 17,400 21,300 24,700 36,600 42,600 

土・日・祝祭日 10,900 22,400 27,300 31,600 47,000 55,000 

 

単位：円 

単位：円 
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33..  リリハハーーササルル室室使使用用料料  

 
 
 
 

44..  附附属属設設備備使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 

55..  冷冷房房料料金金  

 
 
 
 
 
 
 
 

66..  そそのの他他  

1 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場者から金銭
を徴収するものをいう。 

2 利用時間を超過して利用する場合は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は 1時間とみ
なす。)を限度とし、次の使用料を徴収する。  
(1) 12時から 13時までの 1時間については、午前使用料の 3分の 1の額 
(2) 17時から 18時までの 1時間については、午後使用料の 4分の 1の額 
(3) 22時から 23時までの 1時間については、夜間使用料の 4分の 1の額 

3 使用料の算定において、100 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。  

4 商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似する行為を目的として利用する場合の使用料は、
入場料を徴収する場合の 3,000 円以上の使用料区分欄を適用する。 

 
 

リハーサル室使用料 1時間につき 300円 

 

種 別 単 位 使用料 

舞台道具 1回1点につき 7,000円以内で市長が定める額 

音響器具 1回1点につき 8,000円以内で市長が定める額 
照明器具 1回1点につき 2,000円以内で市長が定める額 

その他 1回1点につき 10,000円以内で市長が定める額 

 

区 分 単 位 使用料 

⑴ 響ホール 1時間につき 4,000円 

⑵ 燈ホール 1時間につき 2,000円 

⑶ リハーサル室 1時間につき 500円 
  ※ 舞台のみの場合は、⑴または⑵の 4 分の 1 の額 



資
料
編

− 174 −

 

33..  リリハハーーササルル室室使使用用料料  

 
 
 
 

44..  附附属属設設備備使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 

55..  冷冷房房料料金金  

 
 
 
 
 
 
 
 

66..  そそのの他他  

1 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場者から金銭
を徴収するものをいう。 

2 利用時間を超過して利用する場合は、1時間(30 分未満は切り捨て、30分以上は 1時間とみ
なす。)を限度とし、次の使用料を徴収する。  
(1) 12時から 13時までの 1時間については、午前使用料の 3分の 1の額 
(2) 17時から 18時までの 1時間については、午後使用料の 4分の 1の額 
(3) 22時から 23時までの 1時間については、夜間使用料の 4分の 1の額 

3 使用料の算定において、100 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。  

4 商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似する行為を目的として利用する場合の使用料は、
入場料を徴収する場合の 3,000 円以上の使用料区分欄を適用する。 

 
 

リハーサル室使用料 1時間につき 300円 

 

種 別 単 位 使用料 

舞台道具 1回1点につき 7,000円以内で市長が定める額 

音響器具 1回1点につき 8,000円以内で市長が定める額 
照明器具 1回1点につき 2,000円以内で市長が定める額 

その他 1回1点につき 10,000円以内で市長が定める額 

 

区 分 単 位 使用料 

⑴ 響ホール 1時間につき 4,000円 

⑵ 燈ホール 1時間につき 2,000円 

⑶ リハーサル室 1時間につき 500円 
  ※ 舞台のみの場合は、⑴または⑵の 4 分の 1 の額 

 

６６  石石川川会会館館施施設設使使用用料料  

11..  施施設設使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区 分 

料 金 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日 

9時～12時 
13時～17

時 

18時～22

時 
9時～17時 

13時～22

時 
9時～22時 

大
ホ
ー
ル
（
そ
の
他
の
室
を
含
む
） 

入場料を徴収 
しない場合 

平 日 8,300 16,600 23,000 25,300 40,700 42,000 

土・日・祝祭日 11,000 22,000 28,000 33,000 49,000 55,000 

入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合 

1,000円 

未満 

平 日 11,000 22,000 28,000 33,000 49,000 55,000 

土・日・祝祭日 14,500 29,000 34,000 43,000 59,000 72,000 

1,000円 
以上 

2,000円 
未満 

平 日 16,000 31,000 37,000 45,000 66,000 77,000 

土・日・祝祭日 19,000 39,000 48,000 57,000 81,000 96,000 

2,000円 
以上 

3,000円 
未満 

平 日 17,000 34,000 40,000 49,000 72,000 83,000 

土・日・祝祭日 21,000 42,000 51,000 62,000 88,000 103,000 

3,000円 
以上 

平 日 22,000 45,000 55,000 65,000 94,000 110,000 

土・日・祝祭日 29,000 57,000 74,000 83,000 127,000 148,000 

そ
の
他
の
室
の
み
を
使
用
す
る
と
き 

研修室(一階) 500 800 1,200 1,200 1,700 2,200 

研修室(二階) 500 800 1,200 1,200 1,700 2,200 

主催者控室 500 600 1,000 1,000 1,500 2,000 

リハーサル室 800 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

準備及び練習のために 
使用するとき 当該基本料金の5割 

ホワイエのみ使用するとき 当該基本料金の5割 

 

 単位：円 
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22..  附附属属設設備備使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33..  冷冷房房料料金金  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..  そそのの他他  

1 使用料を超過して利用する場合、1 時間(30 分未満は切り捨て、30 分以上は 1 時間とみな
す)を限度とし、次の使用料を徴収する。  
⑴ 12～13時までの 1 時間については 午前使用料の 3分の 1 額 
⑵ 17～18時までの 1 時間については 午後使用料の 4分の 1 額 
⑶ 22～23時までの 1 時間については 夜間使用料の 4分の 1 額 

 2 商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似する行為を目的として使用する場合の使用料は、
次のとおりとする。 
・大ホール 入場料を徴収する場合の 3,000 円以上の使用料区分欄を適用する。  

 3 使用料の算定において、100円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。  
 
 
 
 
 
 
 

種 別 単 位 使用料 

舞台道具 1回1点につき 2,500円以内で市長が定める額 

音響器具 1回1点につき 2,800円以内で市長が定める額 

照明器具 1回1点につき 2,500円以内で市長が定める額 

映写機 1回1点につき 3,000円以内で市長が定める額 

ピアノ 1回1点につき 5,200円以内で市長が定める額 

その他 1回1点につき 1,000円以内で市長が定める額 

 

区 分 単 位 使用料 

大ホール 1時間につき 7,000円 

研修室(2階のみ) 1時間につき 200円 

主催者控え室 1時間につき 150円 

リハーサル室 1時間につき 250円 

ホワイエ 1時間につき 1,200円 
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22..  附附属属設設備備使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33..  冷冷房房料料金金  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..  そそのの他他  

1 使用料を超過して利用する場合、1 時間(30 分未満は切り捨て、30 分以上は 1 時間とみな
す)を限度とし、次の使用料を徴収する。  
⑴ 12～13時までの 1 時間については 午前使用料の 3分の 1 額 
⑵ 17～18時までの 1 時間については 午後使用料の 4分の 1 額 
⑶ 22～23時までの 1 時間については 夜間使用料の 4分の 1 額 

 2 商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似する行為を目的として使用する場合の使用料は、
次のとおりとする。 
・大ホール 入場料を徴収する場合の 3,000 円以上の使用料区分欄を適用する。  

 3 使用料の算定において、100円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。  
 
 
 
 
 
 
 

種 別 単 位 使用料 

舞台道具 1回1点につき 2,500円以内で市長が定める額 

音響器具 1回1点につき 2,800円以内で市長が定める額 

照明器具 1回1点につき 2,500円以内で市長が定める額 

映写機 1回1点につき 3,000円以内で市長が定める額 

ピアノ 1回1点につき 5,200円以内で市長が定める額 

その他 1回1点につき 1,000円以内で市長が定める額 

 

区 分 単 位 使用料 

大ホール 1時間につき 7,000円 

研修室(2階のみ) 1時間につき 200円 

主催者控え室 1時間につき 150円 

リハーサル室 1時間につき 250円 

ホワイエ 1時間につき 1,200円 

 

 

７７  ききむむたたかかホホーールル施施設設使使用用料料  

１１..  施施設設使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２２..  そそのの他他のの施施設設使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 

料 金 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日 

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～17時 13時～22時 9時～22時 

入場料を徴収 
しない場合 

平 日 8,000 16,000 20,000 21,600 32,400 37,400 

土・日・祝祭日 10,400 20,800 26,000 28,100 42,200 48,700 

入

場

料

を

徴

収

す

る

場

合 

1,000円未満 
平 日 10,400 20,800 26,000 28,100 42,200 48,700 

土・日・祝祭日 13,600 27,200 34,000 36,800 55,100 63,600 

1,000円以上

2,000円未満 

平 日 12,500 25,000 31,300 33,800 50,700 58,500 

土・日・祝祭日 16,300 32,600 40,800 44,100 66,100 76,300 

2,000円以上

3,000円未満 

平 日 15,000 30,000 37,500 40,500 60,800 70,200 

土・日・祝祭日 19,500 39,000 48,800 52,700 79,100 91,300 

3,000円以上 
平 日 18,000 36,000 45,000 48,600 72,900 84,200 

土・日・祝祭日 23,400 46,800 58,500 63,200 94,800 109,400 

本番の日以外に準備及び 
練習のため使用する場合 

当該基本使用料の5割 

 

区 分 

料 金 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日 

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～17時 13時～22時 9時～22時 

きむたかホール 

リハーサル室 600 1,100 1,400 1,600 2,300 2,700 

ラウンジ 300 550 700 800 1,150 1,350 

ギャラリー １日につき2,000円 

 

 単位：円 

 単位：円 
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３３..  附附属属設設備備使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４４..  冷冷房房料料金金  

 
 
 
 
 
 

５５..  そそのの他他  

1 「平日」とは月曜日から金曜日までをいう。(2 に規定する祝祭日を除く。) 
2 「祝祭日」とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 6

月 23日(慰霊の日)をいう。 
3 施設使用料は楽屋等の附帯設備を含む。  
4 「入場料」とは入場料・会費・会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として
徴収するものをいう。  

5 使用時間を経過して使用する場合は 1 時間(30 分未満は切り捨て、30 分以上は 1 時間と
みなす。)を限度とし、次の使用料を徴収する。 

(1) 12時から 13時までの 1時間については、午前使用料の 3分の 1の額 
(2) 17時から 18時までの 1時間については、午後使用料の 4分の 1の額 
(3) 22時から 23時までの 1時間については、夜間使用料の 4分の 1の額 

6 使用料の算定において 100 円未満の端数が生じるときはこれを切り上げる。  
7 商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似する行為を目的として使用する場合の施設使用
料は、次のとおりとする。  
(1) きむたかホール 
入場料を徴収する場合の 3,000 円以上の使用料区分を適用する。  

(2) リハーサル室 
当該使用料の 20割額 

区 分 単 位 使用料 

きむたかホール 1時間につき 3,500円 

リハーサル室のみの使用 1時間につき 1,000円 
 

種 別 単 位 使用料 

舞台設備 1回1点につき 2,000円以内 

楽 器 1回1点につき 8,000円以内 

音響設備 1回1点につき 2,000円以内 

照明設備 1回1点につき 2,000円以内 

ビデオプロジェクターシステム 1回1点につき 2,000円以内 

スクリーン 1回1点につき 1,000円以内 

電 源 1回1点につき 200円以内 
 



 

３３..  附附属属設設備備使使用用料料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４４..  冷冷房房料料金金  

 
 
 
 
 
 

５５..  そそのの他他  

1 「平日」とは月曜日から金曜日までをいう。(2 に規定する祝祭日を除く。) 
2 「祝祭日」とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 6

月 23日(慰霊の日)をいう。 
3 施設使用料は楽屋等の附帯設備を含む。  
4 「入場料」とは入場料・会費・会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として
徴収するものをいう。  

5 使用時間を経過して使用する場合は 1 時間(30 分未満は切り捨て、30 分以上は 1 時間と
みなす。)を限度とし、次の使用料を徴収する。 

(1) 12時から 13時までの 1時間については、午前使用料の 3分の 1の額 
(2) 17時から 18時までの 1時間については、午後使用料の 4分の 1の額 
(3) 22時から 23時までの 1時間については、夜間使用料の 4分の 1の額 

6 使用料の算定において 100 円未満の端数が生じるときはこれを切り上げる。  
7 商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似する行為を目的として使用する場合の施設使用
料は、次のとおりとする。  
(1) きむたかホール 
入場料を徴収する場合の 3,000 円以上の使用料区分を適用する。  

(2) リハーサル室 
当該使用料の 20割額 

区 分 単 位 使用料 

きむたかホール 1時間につき 3,500円 

リハーサル室のみの使用 1時間につき 1,000円 
 

種 別 単 位 使用料 

舞台設備 1回1点につき 2,000円以内 

楽 器 1回1点につき 8,000円以内 

音響設備 1回1点につき 2,000円以内 

照明設備 1回1点につき 2,000円以内 

ビデオプロジェクターシステム 1回1点につき 2,000円以内 

スクリーン 1回1点につき 1,000円以内 

電 源 1回1点につき 200円以内 
 

 

 
  資資料料編編４４  学学校校・・教教育育機機関関  

 
 

１１  市市教教育育委委員員会会事事務務局局・・教教育育機機関関  電電話話番番号号等等一一覧覧  
２２  市市教教育育委委員員会会そそのの他他のの公公のの施施設設  電電話話番番号号等等一一覧覧  
３３  ううるるまま市市立立幼幼稚稚園園・・小小学学校校・・中中学学校校一一覧覧  
４４  令令和和 44年年度度ううるるまま市市立立学学校校在在籍籍一一覧覧表表((小小学学校校・・中中学学校校))  
５５  令令和和 44年年度度ううるるまま市市教教育育委委員員会会・・関関係係団団体体等等  行行事事予予定定表表  
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１１  市市教教育育委委員員会会事事務務局局・・教教育育機機関関  電電話話番番号号等等一一覧覧  

1．市教育委員会事務局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2．市教育機関等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社社会会教教育育部部  

 

教育総務課 うるま市みどり町一丁目 1番 1号 西棟 3階 TEL:923-7111 FAX:923-7145 

教育施設課 〃 TEL:923-7166 FAX:923-7142 

文化財課 〃 TEL:923-7182 FAX:923-7674 

市史編さん係(中央図書館内） うるま市字平良川 128番地 TEL:973-9394 FAX:974-7098 

生涯学習スポーツ振興課 うるま市字大田 514番地 TEL:989-3110 FAX:989-3112 

学学校校教教育育部部  

 
学務課 うるま市みどり町一丁目 1番 1号 西棟 3階 TEL:923-2159 FAX:923-7142 

学校教育課 〃 TEL:923-7120 FAX:923-7142 

 

社社会会教教育育部部  

 

生涯学習文化振興センター 

 

ゆらてく(学び支援係、文化振興係) うるま市字仲嶺 187番地 TEL:988-5508 FAX:988-5504 
石川地区公民館(〃) うるま市石川曙 2-1-52 TEL:964-3433 FAX:964-3467 
勝連地区公民館(〃) うるま市勝連平安名 3047番地 TEL:978-7194 FAX:978-2247 
与那城地区公民館(〃) うるま市与那城屋慶名 467番地 4 TEL:978-6836 FAX:978-6836 

うるま市立図書館 

 
中央図書館 うるま市字平良川 128番地 TEL:974-1112 FAX:974-3505 
石川図書館 うるま市石川曙 2-1-55 TEL:964-5166 FAX:964-5608 
勝連図書館 うるま市勝連平安名 3047番地 TEL:978-4321 FAX:978-4075 

うるま市立資料館 

 
石川歴史民俗資料館 うるま市石川曙 2-1-55 TEL:965-3866 FAX:965-3866 
与那城歴史民俗資料館 うるま市与那城中央 1番地 TEL:978-3149 FAX:978-8747 
海の文化資料館 うるま市与那城屋平 4番地 TEL:978-8831 FAX:978-8841 

学学校校教教育育部部  

 

うるま市教育支援センター うるま市みどり町一丁目 1番 1号 西棟 3階 TEL:923-7158 FAX:923-7145 

 
石川地区相談室「ふたば」 うるま市石川赤崎 2-20-1 1階 TEL:965-5631 － 
具志川・与勝地区相談室「ふたば」 うるま市与那城屋慶名 467番地 4  2階 TEL:989-9127 FAX:989-9134 
適応指導教室「さわやか学級」 うるま市与那城屋慶名 467番地 4  2階 TEL:989-9128 FAX:989-9134 

うるま市立学校給食センター 

 

第一調理場 うるま市字田場 709-1 TEL:973-1111 FAX:973-1148 
第二調理場 うるま市字田場 850 TEL:973-1112 FAX:973-1303 
石川学校給食センター うるま市石川赤崎 1-3-2 TEL:965-3130 FAX:965-3282 
勝連学校給食センター うるま市勝連平敷屋 3821-1 TEL:978-2103 FAX:978-2105 
与那城学校給食センター うるま市与那城屋慶名 467-7 TEL:978-3528 FAX:978-3529 
与勝学校給食センター うるま市勝連南風原 3616番地 TEL:978-5656 FAX:978-5883 
津堅学校調理場 うるま市勝連津堅 1327番地 TEL:978-2141 FAX:978-1005 
与勝調理場 うるま市与那城饒辺 231 TEL:978-3522 FAX:978-3555 

 

令和 4年 4月現在 

令和 4年 4月現在 
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２２  市市教教育育委委員員会会そそのの他他のの公公のの施施設設  電電話話番番号号等等一一覧覧  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 4年 4月現在 

社社会会教教育育部部  

 

生涯学習文化振興センター 

 
うるま市民芸術劇場 うるま市字仲嶺 175番地 TEL:973-4400 FAX:973-4444 

うるま市石川会館 うるま市石川石崎一丁目 1番 TEL:965-5630 FAX:965-5613 

うるま市きむたかホール うるま市勝連平安名 3071番地 TEL:978-2219 FAX:978-2267 

生涯学習スポーツ振興課 ＊経済産業部 観光振興課 補助執行 

 

うるま文化：スポーツパートナーズ 

 

うるま市具志川総合グラウンド うるま市字大田 421番地 

TEL:973-0230 FAX:973-5113 

うるま市具志川総合体育館 うるま市字大田 427番地 

うるま市具志川ドーム うるま市字具志川 2336番地 

うるま市具志川野球場 うるま市字具志川 3500番地 

うるま市具志川庭球場 うるま市字具志川 2249番地 

うるま市喜屋武マーブ公園庭球場 うるま市喜仲四丁目 3番 

うるま市具志川多種目球技場 うるま市字大田 509番地 

 うるま市字大田 427番地 

うるま市具志川ゲートボール場 うるま市字大田 421番地 TEL:973-5383  

うるま市石川体育館 うるま市石川石崎一丁目 2番地 

TEL:965-5121 FAX:965-5122 
エナジックスタジアム石川 
(うるま市石川野球場) 

うるま市石川石崎一丁目 6番 うるま市石川庭球場 

うるま市石川運動場 

うるま市石川プール うるま市石川石崎二丁目 7番 TEL:965-3939 － 

うるま市勝連 B&G海洋センター うるま市勝連平安名 2805番地 
TEL:978-6040 FAX:978-1658 

うるま市勝連総合グラウンド うるま市勝連平安名 2713番地 

USEうるまスペース株式会社 

 

うるま市与那城総合公園 
陸上競技場 

うるま市与那城中央 5番地 TEL:978-1047 FAX:978-1047 

うるま市与那城総合公園 
多目的広場 
うるま市与那城総合公園 
庭球場 
うるま市与那城総合公園 
多種目球技場 

 

※うるま市ゲートボール連合 
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２２  市市教教育育委委員員会会そそのの他他のの公公のの施施設設  電電話話番番号号等等一一覧覧  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 4年 4月現在 

社社会会教教育育部部  

 

生涯学習文化振興センター 

 
うるま市民芸術劇場 うるま市字仲嶺 175番地 TEL:973-4400 FAX:973-4444 

うるま市石川会館 うるま市石川石崎一丁目 1番 TEL:965-5630 FAX:965-5613 

うるま市きむたかホール うるま市勝連平安名 3071番地 TEL:978-2219 FAX:978-2267 

生涯学習スポーツ振興課 ＊経済産業部 観光振興課 補助執行 

 

うるま文化：スポーツパートナーズ 

 

うるま市具志川総合グラウンド うるま市字大田 421番地 

TEL:973-0230 FAX:973-5113 

うるま市具志川総合体育館 うるま市字大田 427番地 

うるま市具志川ドーム うるま市字具志川 2336番地 

うるま市具志川野球場 うるま市字具志川 3500番地 

うるま市具志川庭球場 うるま市字具志川 2249番地 

うるま市喜屋武マーブ公園庭球場 うるま市喜仲四丁目 3番 

うるま市具志川多種目球技場 うるま市字大田 509番地 

 うるま市字大田 427番地 

うるま市具志川ゲートボール場 うるま市字大田 421番地 TEL:973-5383  

うるま市石川体育館 うるま市石川石崎一丁目 2番地 

TEL:965-5121 FAX:965-5122 
エナジックスタジアム石川 
(うるま市石川野球場) 

うるま市石川石崎一丁目 6番 うるま市石川庭球場 

うるま市石川運動場 

うるま市石川プール うるま市石川石崎二丁目 7番 TEL:965-3939 － 

うるま市勝連 B&G海洋センター うるま市勝連平安名 2805番地 
TEL:978-6040 FAX:978-1658 

うるま市勝連総合グラウンド うるま市勝連平安名 2713番地 

USEうるまスペース株式会社 

 

うるま市与那城総合公園 
陸上競技場 

うるま市与那城中央 5番地 TEL:978-1047 FAX:978-1047 

うるま市与那城総合公園 
多目的広場 
うるま市与那城総合公園 
庭球場 
うるま市与那城総合公園 
多種目球技場 

 

※うるま市ゲートボール連合 

学 校 名 学校TEL 学校FAX 郵便番号 学 校 住 所 校 長 教 頭 創立年月日
1 宮森小学校 964-2077 964-3244 〒904-1106 石川一丁目46番1号 佐 次 田 直 人 島 袋 孝 治 1945年10月21日

2 城前小学校 964-2086 964-3742 〒904-1106 石川400番地 新 城 雅 文 宜 保 康 1945年5月7日

3 伊波小学校 964-2088 964-3745 〒904-1115 石川伊波287番地1 野 原 真 由 美 首 里 良 和 1888年4月1日

4 与那城小学校 978-2221 983-0021 〒904-2304 与那城屋慶名468番地29 幸 喜 徹 辺 土 名 潤 1940年4月1日

5 南原小学校 978-2225 983-0228 〒904-2311 勝連南風原279番地1 新 城 剛 前 徳 守 1946年4月18日

6 勝連小学校 978-2222 978-2253 〒904-2313 勝連内間1173番地 新 垣 桂 前 原 博 光 1882年4月

7 平敷屋小学校 978-2223 978-2254 〒904-2314 勝連平敷屋3850番地 兼 島 栄 富 永 政 一 郎 1969年6月30日

8 津堅小学校 978-2141 978-1005 〒904-2317 勝連津堅1327番地2 田 場 勝 田 場 政 勝 1893年4月

9 川崎小学校 972-3367 972-2804 〒904-2203 川崎117番地 横 田 恵 安 座 間 直 樹 1945年12月22日

10 天願小学校 973-3359 974-7128 〒904-2215 みどり町一丁目8番1号 加 納 貢 金 城 美 雪 1906年4月1日

11 あげな小学校 972-3566 972-2809 〒904-2204 西原151番地 伊 良 波 直 子 屋 宜 英 樹 1958年4月1日

島 袋 弘 文

豊 田 達 雄

13 具志川小学校 973-3536 974-7129 〒904-2223 具志川3133番地 水 流 伸 夫 與 座 朝 明 1882年3月１日

14 兼原小学校 973-3350 974-7143 〒904-2225 喜屋武66番地 銘 苅 豊 仲 本 真 朝 1948年4月2日

15 高江洲小学校 973-3243 982-6059 〒904-2242 高江洲118番地1 平 田 治 子 金 城 睦 男 1913年4月1日

16 中原小学校 973-6810 974-7125 〒904-2243 宮里731番地 大 里 元 児 比 嘉 順 一 1967年4月1日

17 赤道小学校 973-1218 974-7124 〒904-2245 赤道921番地 城 間 修 司 本 山 陽 一 郎 1980年4月1日

18 彩橋小学校 977-8102 983-1017 〒904-2426 与那城平安座8169番地1 仲 村 美 恵 子 横 田 正 2012年4月1日

1 石川中学校 964-2087 964-4044 〒904-1106 石川440番地1 山 内 ひ と み 山 本 耕 司 1948年4月8日

2 伊波中学校 965-3384 964-5059 〒904-1111 石川東恩納978番地1 仲 宗 根 政 人 武 原 義 也 1985年4月1日

3 津堅中学校 978-2141 978-1005 〒904-2317 勝連津堅1327番地2 田 場 勝 田 場 政 勝 1893年4月

4 与勝中学校 978-2220 978-8211 〒904-2311 勝連南風原3615番地 盛 小 根 完 當 銘 剛 1958年4月1日

5 与勝第二中学校 978-2648 978-2638 〒904-2307 与那城饒辺153番地1 與 志 平 洋 子 友 寄 美 奈 子 1972年4月1日

6 あげな中学校 972-3276 972-2784 〒904-2214 安慶名二丁目18番37号 島 袋 勝 範 伊 波 究 1962年1月1日

7 具志川中学校 973-3355 982-6104 〒904-2225 喜屋武591番地 大 舛 勝 彦 仲 村 正 樹 1948年4月1日

8 高江洲中学校 973-3207 974-7104 〒904-2233 豊原769番地 松 堂 弘 政 山 本 薫 1960年4月1日

9 具志川東中学校 973-1212 974-7154 〒904-2223 具志川2803番地 與 那 嶺 剛 堤 正 代 1981年4月1日

10 彩橋中学校 977-8102 983-1017 〒904-2426 与那城平安座8169番地1 仲 村 美 恵 子 横 田 正 2012年4月1日

1 与那城幼稚園 978-3130 978-3130 〒904-2304 与那城屋慶名468番地1 幸 喜 徹 國 吉 貴 子 1974年4月1日

2 南原幼稚園 978-4200 978-4200 〒904-2311 勝連南風原279番地1 新 城 剛 仲 本 美 和 1968年7月1日

3 津堅幼稚園 978-2141 978-2141 〒904-2317 勝連津堅1327番地2 1972年4月1日

4 具志川幼稚園 973-5241 973-5241 〒904-2223 具志川3133番地 水 流 伸 夫 伊 波 ひ ろ み 1966年7月1日

5 高江洲幼稚園 973-5238 973-5238 〒904-2242 高江洲118番地1 平 田 治 子 池 原 昌 子 1970年4月1日

6 赤道幼稚園 973-1217 973-1217 〒904-2245 赤道921番地 城 間 修 司 玉 木 利 奈 1980年4月1日
※各学校の創立年月日は「沖縄県公立小学校変遷史」（沖縄県教育委員会　平成6年1月）等から作成。

稲 福 盛 也 1946年2月20日12 田場小学校

令和4年5月1日現在　

973-3364 974-7132 〒904-2213 田場876番地

休　　　　園

３３　　ううるるまま市市立立幼幼稚稚園園・・小小学学校校・・中中学学校校一一覧覧



学年 学年

種別 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数 種別 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数 男 女 合計 学級数

普通 27 42 69 2 34 34 68 2 32 33 65 2 25 34 59 2 36 23 59 2 32 34 66 2 186 200 386 12 普通 63 71 134 4 49 70 119 4 67 65 132 4 179 206 385 12

特別 3 0 3 1 0 1 1 1 2 4 1 5 6 2 8 3 2 5 18 6 24 5 特別 10 3 13 3 3 6 5 1 6 18 7 25 4

合計 30 42 72 2 35 34 69 2 33 34 67 2 29 35 64 2 42 25 67 2 35 36 71 2 204 206 410 17 合計 73 74 147 4 52 73 125 4 72 66 138 4 197 213 410 16

普通 31 30 61 2 36 36 72 3 32 32 64 2 39 27 66 2 24 33 57 2 31 25 56 2 193 183 376 13 普通 50 55 105 3 58 50 108 4 55 52 107 4 163 157 320 11

特別 2 0 2 6 0 6 1 2 3 4 1 5 3 2 5 8 5 13 24 10 34 6 特別 4 3 7 4 0 4 9 8 17 17 11 28 5

合計 33 30 63 2 42 36 78 3 33 34 67 2 43 28 71 2 27 35 62 2 39 30 69 2 217 193 410 19 合計 54 58 112 3 62 50 112 4 64 60 124 4 180 168 348 16

普通 63 59 122 5 59 64 123 5 54 60 114 4 67 46 113 4 52 59 111 4 63 47 110 4 358 335 693 26 普通 5 7 12 1 5 7 12 1 8 5 13 1 18 19 37 3

特別 2 3 5 8 2 10 4 2 6 10 3 13 8 0 8 6 1 7 38 11 49 8 特別 3 2 5 3 1 4 1 0 1 7 3 10 2

合計 65 62 127 5 67 66 133 5 58 62 120 4 77 49 126 4 60 59 119 4 69 48 117 4 396 346 742 34 合計 8 9 17 1 8 8 16 1 9 5 14 1 25 22 47 5

普通 8 7 15 1 6 9 15 1 8 7 15 1 11 10 21 1 8 4 12 1 7 7 14 1 48 44 92 6 普通 2 1 3 0.5 1 1 2 0.5 1 1 2 1 4 3 7 2

特別 0 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 3 4 10 4 14 2 特別 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1

合計 8 7 15 1 8 10 18 1 11 7 18 1 14 10 24 1 9 4 13 1 8 10 18 1 58 48 106 8 合計 2 1 3 0.5 1 2 3 0.5 1 1 2 1 4 4 8 3

普通 41 42 83 3 21 47 68 2 40 35 75 3 32 33 65 2 35 49 84 3 38 38 76 3 207 244 451 16 普通 84 74 158 5 84 93 177 6 84 109 193 6 252 276 528 17

特別 5 1 6 1 3 4 2 2 4 6 0 6 7 4 11 5 1 6 26 11 37 7 特別 8 4 12 16 6 22 7 3 10 31 13 44 8

合計 46 43 89 3 22 50 72 2 42 37 79 3 38 33 71 2 42 53 95 3 43 39 82 3 233 255 488 23 合計 92 78 170 5 100 99 199 6 91 112 203 6 283 289 572 25

普通 25 22 47 2 23 21 44 2 18 19 37 2 19 23 42 2 15 30 45 2 29 26 55 2 129 141 270 12 普通 6 14 20 1 13 19 32 1 20 11 31 1 39 44 83 3

特別 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3 3 0 3 12 1 13 4 特別 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 3 6 3

合計 27 22 49 2 24 22 46 2 20 19 39 2 20 23 43 2 18 30 48 2 32 26 58 2 141 142 283 16 合計 6 14 20 1 16 19 35 1 20 14 34 1 42 47 89 6

普通 28 25 53 2 20 21 41 2 26 28 54 2 25 27 52 2 26 28 54 2 27 28 55 2 152 157 309 12 普通 117 135 252 8 121 127 248 8 130 120 250 8 368 382 750 24

特別 2 0 2 1 0 1 6 0 6 7 2 9 6 0 6 0 1 1 22 3 25 5 特別 9 7 16 10 7 17 13 7 20 32 21 53 7

合計 30 25 55 2 21 21 42 2 32 28 60 2 32 29 61 2 32 28 60 2 27 29 56 2 174 160 334 17 合計 126 142 268 8 131 134 265 8 143 127 270 8 400 403 803 31

普通 20 16 36 2 18 10 28 1 13 15 28 1 16 18 34 1 20 18 38 2 17 17 34 1 104 94 198 8 普通 118 108 226 7 123 112 235 7 122 115 237 7 363 335 698 21

特別 0 2 2 1 0 1 6 0 6 1 3 4 3 0 3 0 1 1 11 6 17 3 特別 6 2 8 12 1 13 7 1 8 25 4 29 6

合計 20 18 38 2 19 10 29 1 19 15 34 1 17 21 38 1 23 18 41 2 17 18 35 1 115 100 215 11 合計 124 110 234 7 135 113 248 7 129 116 245 7 388 339 727 27

普通 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0.5 1 0 1 1 2 1 3 2 普通 84 91 175 5 90 82 172 5 81 94 175 5 255 267 522 15

特別 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特別 6 0 6 9 3 12 9 1 10 24 4 28 5

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0.5 1 0 1 1 2 1 3 2 合計 90 91 181 5 99 85 184 5 90 95 185 5 279 271 550 20

普通 34 28 62 2 35 26 61 2 35 32 67 2 26 22 48 2 25 44 69 2 33 29 62 2 188 181 369 12 普通 81 71 152 5 70 72 142 5 86 88 174 5 237 231 468 15

特別 5 3 8 4 2 6 3 0 3 4 0 4 3 0 3 6 2 8 25 7 32 5 特別 7 6 13 9 1 10 7 3 10 23 10 33 5

合計 39 31 70 2 39 28 67 2 38 32 70 2 30 22 52 2 28 44 72 2 39 31 70 2 213 188 401 17 合計 88 77 165 5 79 73 152 5 93 91 184 5 260 241 501 20

普通 49 56 105 4 73 70 143 5 55 58 113 4 63 58 121 4 75 59 134 4 51 46 97 3 366 347 713 24 普通 610 627 1,237 40 614 633 1,247 42 654 660 1,314 42 1,878 1,920 3,798 123

特別 6 5 11 4 0 4 6 1 7 8 3 11 4 2 6 8 3 11 36 14 50 8 特別 53 27 80 69 23 92 58 27 85 180 77 257 46

合計 55 61 116 4 77 70 147 5 61 59 120 4 71 61 132 4 79 61 140 4 59 49 108 3 402 361 763 32 合計 663 654 1,317 40 683 656 1,339 42 712 687 1,399 42 2,058 1,997 4,055 169

普通 31 32 63 2 45 34 79 3 38 34 72 3 29 41 70 2 37 46 83 3 38 45 83 3 218 232 450 16

特別 0 3 3 7 1 8 6 2 8 4 3 7 1 1 2 7 0 7 25 10 35 6 ※※本本一一覧覧表表はは、、学学校校基基本本調調査査ととはは異異ななるる統統計計でですす。。 ううるるまま市市教教育育委委員員会会学学務務課課

合計 31 35 66 2 52 35 87 3 44 36 80 3 33 44 77 2 38 47 85 3 45 45 90 3 243 242 485 22

普通 75 63 138 5 76 59 135 5 65 73 138 4 63 68 131 4 62 63 125 4 63 79 142 5 404 405 809 27

特別 10 4 14 6 4 10 3 2 5 5 5 10 6 2 8 4 1 5 34 18 52 7

合計 85 67 152 5 82 63 145 5 68 75 143 4 68 73 141 4 68 65 133 4 67 80 147 5 438 423 861 34

普通 25 25 50 2 21 21 42 2 23 28 51 2 22 22 44 2 28 24 52 2 33 20 53 2 152 140 292 12

特別 0 1 1 1 1 2 1 0 1 3 3 6 2 0 2 4 0 4 11 5 16 4

合計 25 26 51 2 22 22 44 2 24 28 52 2 25 25 50 2 30 24 54 2 37 20 57 2 163 145 308 16

普通 61 58 119 4 50 57 107 4 53 50 103 3 47 45 92 3 50 55 105 3 52 54 106 3 313 319 632 20

特別 3 2 5 6 2 8 4 2 6 7 7 14 10 2 12 7 5 12 37 20 57 9

合計 64 60 124 4 56 59 115 4 57 52 109 3 54 52 106 3 60 57 117 3 59 59 118 3 350 339 689 29

普通 55 57 112 4 62 46 108 4 75 51 126 4 42 37 79 3 40 44 84 3 39 52 91 3 313 287 600 21

特別 6 2 8 7 3 10 7 1 8 8 2 10 2 2 4 7 4 11 37 14 51 4

合計 61 59 120 4 69 49 118 4 82 52 134 4 50 39 89 3 42 46 88 3 46 56 102 3 350 301 651 25

普通 69 69 138 5 74 57 131 5 57 70 127 4 57 66 123 4 77 69 146 5 60 69 129 4 394 400 794 27

特別 10 2 12 4 1 5 8 1 9 7 0 7 2 1 3 6 2 8 37 7 44 7

合計 79 71 150 5 78 58 136 5 65 71 136 4 64 66 130 4 79 70 149 5 66 71 137 4 431 407 838 34

普通 54 43 97 4 47 34 81 3 38 50 88 3 37 48 85 3 43 39 82 3 45 51 96 3 264 265 529 19

特別 3 0 3 7 2 9 5 3 8 4 0 4 3 4 7 3 1 4 25 10 35 6

合計 57 43 100 4 54 36 90 3 43 53 96 3 41 48 89 3 46 43 89 3 48 52 100 3 289 275 564 25

普通 696 674 1,370 51 700 646 1,346 51 663 675 1,338 46.5 620 625 1,245 43 653 688 1,341 47.5 659 667 1,326 46 3,991 3,975 7,966 285

特別 59 28 87 67 23 90 68 19 87 86 33 119 70 22 92 78 32 110 428 157 585 96

合計 755 702 1,457 51 767 669 1,436 51 731 694 1,425 46.5 706 658 1,364 43 723 710 1,433 47.5 737 699 1,436 46 4,419 4,132 8,551 381

４　令和4年度　うるま市立学校在籍一覧表（小学校・中学校）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和4年５月１日現在

学校名
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合　　計

学校名
１年生 ２年生 ３年生 合　　計

1 宮森小学校 1 石川中学校

2 城前小学校 2 伊波中学校

3 伊波小学校 3 彩橋中学校

4 彩橋小学校 4
津堅中学校

１・2年複式学級

5 与那城小学校 5 与勝中学校

6 南原小学校 6 与勝第二中学校

7 勝連小学校 7 あげな中学校

8 平敷屋小学校 8 具志川中学校

9
津堅小学校
3.5年複式学級

9 高江洲中学校

10 川崎小学校 10 具志川東中学校

11 天願小学校 合　　計

12 あげな小学校

13 田場小学校

15 兼原小学校

14 具志川小学校

合　　計

16 高江洲小学校

17 中原小学校

18 赤道小学校

− 181 −



 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 付 曜  付 曜  付 曜  付 曜  付 曜  付 曜  付 曜  付 曜  付 曜  付 曜  付 曜  付 曜 

 金  育委員会辞令交付式  日
うるままるごと文化祭

( 音楽祭 )  水  金
うるま市民総決起大会

(  支セ )  月  木 ２学期始業式  土  火  木  日 元日  水
うるま市 育月間 
　～ 28 日

 水 県立高校卒業式

2 土 2 月 2 木 2 土 2 火 2 金 2 日
音楽発表会
( 天小 )

2 水 2 金 2 月 振替休日 2 木 2 木 市P連理事会⑥

3  3 火 憲法記念日 3 金 3 日 3 水
うるま市｢少年の主張

大会｣ ( 予備日 ) 3 土 3 月 3 木
文化の日 

文化祭 ( 高中 ) 3 土 3 火 3 金
 育実践グランプリ 

表彰式・実践発表 3 金

4 月 4 水 みどりの日 4 土
地区総合体育大会

( 中体連 ) 4 月 4 木 4 日 4 火 4 金 4 日
学習発表会 (津小中) 
サッカー交流大会
( 市スポ少 )

4 水 仕事始め 4 土
【仮】生涯学習フェスティバル

( 生学ス振 ) 4 土

5 火 5 木 こどもの日 5 日
地区総合体育大会

( 中体連 ) 5 火 5 金 5 月 5 水 5 土
演劇集団 ｢こかげ｣

定期公演 5 月 5 木 5 日
【仮】生涯学習フェスティバル

( 生学ス振 ) 5 日
あやはし海中ロード

レース大会

6 水 幼稚園入園式 6 金 6 月 6 水 6 土 6 火 6 木 6 日
運動会 ( 彩小中 , 天小 , 与小 , あ小 ,
赤小 , 兼小 ) 
学習発表会(与二中) 文化祭(石中) 
運動会 ( 市スポ少 ) 
演劇集団 ｢こかげ｣ 定期公演

6 火 6 金 ３学期始業式 6 月 旧十六日 6 月

7 木
１学期始業式 
中学校入学式 
沖展選抜展

7 土
北部ブロック軟式野球
交流大会 ( 県スポ少 ) 
リーダー研修 ( 市女連 )

7 火 7 木 7 日
親子カヌー体験 室
( 生学ス振 )

7 水 7 金 7 月 7 水 7 土 7 火 7 火

8 金
小学校入学式 
沖展選抜展

8 日
北部ブロック軟式野球
交流大会 ( 県スポ少 ) 
リーダー研修 ( 市女連 )

8 水 市P連理事会② 8 金 8 月 8 木
市スポーツ少年団
指導者研修会

8 土
市民体力テスト(生学ス振)

体育祭（与中） 

市P 童話・お話・意見発表大会
8 火 8 木 8 日

[仮称]20歳のつどい

( 生学ス振 ) 8 水 8 水 県立高校入試

9 土 沖展選抜展 9 月 9 木 9 土 9 火 9 金 9 日
全島獅子舞フェスティバル 

運動会(津小中 ) 

体育祭(あ中,具中) 

陸上競技県民大会選考会 ( 市体協 )

9 水 9 金 9 月 成人の日 9 木 9 木 県立高校入試

 0 日 沖展選抜展  0 火 市P連理事会①  0 金  0 日  0 水 旧盆 ( ウンケー )  0 土  0 月 スポーツの日  0 木  0 土  0 火  0 金
中頭地区学力向上実践

推進大会 ( 指導課 )  0 金

  月   水   土
地区総合体育大会

( 中体連 )   月   木
山の日 
旧盆 ( ナカビ )

  日
うるま市･盛岡市中学生
交流事業 ( 生学ス振 ) 
バレーボール大会(市スポ少)

  火   金
うるま市民総合文化祭

( 展示の部 )   日
学習発表会
( 宮小 , 川小 )

  水   土 建国記念の日   土 中学校卒業式

 2 火  2 木  2 日  2 火  2 金 旧盆 ( ウークイ )  2 月
うるま市･盛岡市中学生

交流事業 ( 生学ス振 )  2 水  2 土
うるま市民総合文化祭

( 展示の部 )  2 月  2 木  2 日 新春芸術祭  2 日 中学校卒業式

 3 水  3 金  3 月  3 水  3 土  3 火  3 木  3 日
平宮護岸ｱｰﾄｺﾝｸｰﾙ (生学ス振) 
文化祭 ( 伊中 ) 
市民総合文化祭 ( 展示の部)
運動会（予備日）（市スポ少）

 3 火  3 金  3 月  3 月

 4 木  4 土
北部ブロック軟式野球

交流大会 ( 県スポ少 )  4 火  4 木  4 日  4 水 市P連理事会③  4 金  4 月  4 水  4 土  4 火
県学力到達度調査
( 小 )

 4 火

 5 金
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

 5 日
定期総会
( 市子連 )

 5 水  5 金
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

 5 月  5 木  5 土 うるま祭り  5 火  5 木  5 日  5 水
県学力到達度調査
( 中 )

 5 水

 6 土  6 月  6 木  6 土
市学童水泳大会 ( 生学ス振 ) 
市民総合文化祭 ( 舞台の部 ) 
宿泊研修会 ( 市スポ少 )

 6 火  6 金
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

 6 日
うるま祭り 
子ども会芸能祭り(市子連) 
運動会 ( 宮小,南小 ,勝小)

 6 水 市P連理事会④  6 金
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

 6 月  6 木  6 木

 7   7 火  7 金
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

 7 日
市民総合文化祭(舞台の部) 
宿泊研修会 ( 市スポ少 ) 
ｲﾝﾘｰﾀﾞー､JL､育成者事前研修会(市子連)

 7 水  7 土  7 月  7 木  7 土
市産業まつり 
うるま市･盛岡市中学生交流事業
( 生学ス振 ) ～ 20 日 
九州 PTA・沖縄大会

 7 火 市P連理事会⑤  7 金
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

 7 金
幼稚園卒園式 
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

 8 月  8 水  8 土  8 月 海の日  8 木  8 日 運動会 ( 中小 )  8 火  8 金
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

 8 日
市産業まつり 
九州 PTA・沖縄大会 
駅伝競走大会 ( 市体協 )

 8 水
｢ありがとうの手紙｣

表彰式 (青少協 )  8 土  8 土

 9 火  9 木  9 日  9 火  9 金  9 月 敬老の日  9 水  9 土  9 月  9 木  9 日 おきなわマラソン  9 日

20 水 20 金
｢少年を守る日｣
夜間街頭指導

20 月 20 水 １学期終業式 20 土 うるま市子ども文化祭 20 火 20 木 20 日
学習発表会 (勝小 ) 
平宮護岸アートコンクール
( 予備日 )

20 火 20 金
沖縄 育版画コンクール
特選作品展 
｢少年を守る日｣夜間街頭指導

20 月 20 月

2 木 2 土
定期総会
( 市 P 連 )

2 火 2 木 2 日 2 水 2 金 2 月 2 水 2 土
沖縄 育版画コンクール

特選作品展 2 火 2 火 春分の日

22 金 22 日 22 水 22 金 22 月 22 木 22 土
うるま祭り
( 予備日 )

22 火 22 木 22 日
旧正月
沖縄 育版画コンクール特選作品展
音楽発表会（あ小） 
学習発表会 ( 高小 ,南小 , 赤小 ,
田小 , 平小 )

22 水 22 水

23 土
定期総会
( 市女連 )

23 月 23 木 沖縄慰霊の日 23 土
｢しまくとぅば語やびら｣

うるま市大会 23 火 23 金 秋分の日 23 日
うるま祭り ( 予備日 ) 
学習発表会 ( 中小 )
運動会(伊小,平小,具小)

23 水 勤労感謝の日 23 金 ２学期終業式 23 月 23 木 天皇誕生日 23 木 小学校卒業式

24  
体力テスト
( 市スポ少 )

24 火 24 金 24 日 24 水 24 土 中学地区陸上競技大会 24 月 24 木 24 土
市産業まつり
( 予備日 )

24 火 24 金 24 金 小・中学校修了式

25 月 25 水 25 土
平和学習
( 市女連 )

25 月 25 木 25 日
JL&育成者研修会
(市子連) 
市女連フリーマーケット

25 火 25 金 25 日
市産業まつり
( 予備日 )

25 水 25 土 25 土

26 火
評議員会
( 市体協総会 )

26 木 26 日 26 火 26 金 日 P・山形大会 26 月 26 水 26 土
沖縄県民体育大会 陸上
競技等 
市女連文化展

26 月 26 木
文化財防火デー 

市 P 連事務研修② 26 日
学習発表会
(城小 )

26 日
ジュニアオーケストラ

定期演奏会

27 水 27 金 27 月 27 水
うるま市｢少年の主張
大会｣ (青少協 ) 
市 P 連事務研修①

27 土
市エイサーまつり 

日 P・山形大会 27 火 27 木 27 日
沖縄県民体育大会 陸上
競技等 
市女連文化展

27 火 27 金 27 月 27 月

28 木 28 土
親子ホタルウォッチング

( 生学ス振 ) 28 火 28 木
 育講演会
( 指導課 )

28 日 市エイサーまつり 28 水 28 金 28 月 28 水 仕事納め 28 土 28 火 28 火

29 金
昭和の日 

うるままるごと文化祭 29 日 29 水 29 金 29 月 29 木 29 土 中学地区駅伝競走大会 29 火 29 木 29 日
学習発表会
(与小,伊小,具小,兼小) 
駅伝大会 ( 市スポ少 )

29 水

30 土
令和4年成人式(生学ス振) 
うるままるごと文化祭
( 音楽祭 )

30 月 30 木 30 土
ｲﾝﾘｰﾀﾞー ､JL､育成者宿泊
本研修会 ( 市子連 ) 30 火 30 金 30 日

運動会(高小,川小,

田小 ,城小 ) 30 水 30 金 30 月 30 木

3 火 3 日
ｲﾝﾘｰﾀﾞー ､JL､育成者宿泊
本研修会 ( 市子連 ) 3 水 3 月 3 土 3 火 3 金

 育委員会退職者

辞令交付式 (合同)

※毎月第３土曜は「沖縄地域 育の日」です。　※毎月第３金曜日「少年を守る日」に夜間街頭指導を実施しております。多くの方のご参加・ご協力をお願いします。(  育支援センター☎９２３－７１５８)
※公民館講座は、５月～ 12月に各地区公民館にて実施します。詳細は『広報うるま』等をご覧ください。 ※連絡先：うるま市 育委員会 ( 生涯学習スポーツ振興課☎９８９－３１１０)　( 文化振興センター☎９２３－１５７１)
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